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Ybung裁判官インタビュー要旨

11月10日 （火) JOhnJOsephMoakleyU.S.Courthouseにて

（1）ある個人がクラスに属するか否かの判断について

＊33 クラス定義は，ある個人がそのクラスに属しているか否かを，客観的基準に

基づき容易に確認できるものでなければならない。これは， 「確認可能性

(ascertainabi]ity)」の要件34と呼ばれている。これにより, (a)個々人の主観を

要素とするクラス定義（｢～に不満がある人」など｡), (D不明確なクラス定義，

⑥個別の事実関係について立ち入った調査が必要となるクラス定義（｢学習障が

いがある人｣など｡)，⑥本案審理の結論を先取りしたクラス定義35 （｢○○製品に

よって損害を受けた人」など｡）などは認められないとされている36°

この確認可能性の要件に関し，近時，原告側が「○○の購入者」というかたち

のクラス定義を主張する消費者事件において，購入者であるかの確認が手続的に

実践可能であること (administrativefasibilibr)をどこまで要求するかが大き

な論点になっており，裁判例が分かれている。確認可能性を厳格に解する裁判例

37は，宣誓供述書等の消費者個人の言い分だけでは不十分とし，取引履歴やレシ

ート等の客観的資料が保存されていないような事案であれば，各人がクラスに属

するか否かを確認し得る実践可能な方法がないとして，クラス認証を否定してい

で

〔

33 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内
容である。

34 「明確性(defniteness)」の要件とも呼ばれている。 IIHAMRUBENglEIN,
NEwBERGoNCLAssAcIToNs@3:2(5thed.2013).
35本案の結論を先取りしたクラス定義は， 「失敗しても安全なクラス("bil-safe"

dass)」と呼ばれている。本案で原告側が敗訴すれば，そもそもクラス定義に当ては

まらないことになってしまい，判決効が及ばず，再訴が可能となるというパラドクス

を抱えているからである。

36WⅡ皿AMuBENsIEm,NEwBERGoNCLAssAcIIoNs93:3(5thed､2013).
37MarcusvBMWofNorthAmerica,ILC,687E3d583(3dCirt2012);CarreravG
BayerCorp.,727E3d300,305-312edCin2013)等。
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る。これに対し，他の裁判例38では，確認が手続的に実践可能であるか否かは，

確認可能性要件の決め手とされるべきではなく，支配性や優位性といった要件の

判断において，他の事情と比較衡量される要素の一つに過ぎないとされている。

このような裁判例では，宣誓供述書の利用も排斥されていない。少額の金銭を得

るためにわざわざ虚偽の宣誓供述書等を提出する人はほとんどいないであろう

こと，虚偽申告を恐れて消費者の救済を拒むのはクラスアクションの趣旨に反す

ること,daimadministratorが適切な手順を踏まえること等によって虚偽申告を

防ぐことができること，本案の審理において被告側が反証可能であること，など

がその理由である34

～

ぐ

Q. ある個人がクラスに属しているか盃かを柵する場面において；宣誓洪述書の

みでクラス構戎員であると認めることはあり得るか？

Aその問題については，明確な連邦最高裁判例が出されていない以上，一地裁裁

判官の立場で答えることはできない。取引履歴やレシート等が残っていない事案で

あれば悩ましい問題である。

（2）クラス定義に損害を受けていない人が含まれることについて

*40一般的には， クラス定義が実際には損害を受けていない人を含むものであっ

たとしても，共通性4'や支配性の要件が直ちに否定されるわけではないと解され

〔

38MullinsvDixectDigital,ILC,2015WL4546159(7thCirbJune,2015)等b

39MullinsvDirectDiPtal,LLC,2015WL4546159(7thCirLJUne,2015)で示された

理由付けである。Clary弁護士は，授業において，最後の2つの理由付けに疑問を呈
されていた｡C12imadministratorが虚偽申告を見抜くのは実際には難しく， クラス

読鉦がされてしまったらほぼ確実に和解することになるから，本案翻で被告が反証

するというのも現実には起こらない， とのことである。

40＊以下は,インタビューの際の補足情報として,岩崎氏に調査していただいた内容

である｡

4'共通性の要件については， 「事実あるいは法の問題が構戎員全員に共通している必

要まではなく，大部分の櫛戎員に共通していればよい｡」とされている。WnmAM
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ており42, クラス認証が認められた実例も多い43．

今年の連邦最高裁において,この問題に関連する2つの事件が審理されている。

ア乃唇onFbo曲ⅥBOuaphakeo

被告の工場では，従業員の勤務時間を細かく記録しておらず， ラインが動い

ていたときに作業場にいた時間数に，制服の着脱等のために必要な時間として

一律の時間数を加え，その合計時間数に応じた賃金を従業員に支払っていた。

従業員らは， この方法で算出される時間数は実際の労働時間よりも短くなって

いるとして，不足分の賃金の支払を求め，現・元従業員約3800人をクラスと

するクラスアクションを提起した。

争点は，①原告側は，個々の従業員の正確な勤務時間が分からないため，サ

ンプルの従業員たちの勤務時間からクラス全員の平均的な勤務時間を推計し，

それに基づいて不足分の賃金の支払を求めているが， このような方法が許容さ

れるか，②クラスの中に，制服の着脱等にさほど時間を要さないため賃金不足

となっていない従業員が数百人（少なくとも212人以上いるとされている｡）

含まれているとしても， クラスを認証してよいか，の2つである"・第一審は

クラスを認証し，控訴審もそれを維持した。 11月10日に連邦最高裁判所にて

口頭弁論が行われた。

に

〔

イ助okeQ,JhGwzROhins

RuBENsTEINjNEwBERGoNLAssAcIIoNsI3:23(5ihed.2013).
42STuART'IIRos別mANETAL.,CoNsu1肥RCLAssAcTToNs54ethed.2013).

43JOslmaRDavisetal.,TZePumofmssActiOns耐鋤[nｺ、/、℃dIIfmbeza82
G.WL.REY858,859May2014).
44被告の上告趣意書によれば被告も，クラスに損害を受けていない人が含まれてい

てもよい場合があること自体は争っていない。被告の主張は，本件では，損害を受け

ていない人を本案審理において特定する実践的な方法が全く示されていないため， ク

ラス認証を否定すべきである，というものである(lh把陥xiI]mの反対意見を引用し
ている｡)。

・33‐



被告のSpokeo社は，個人情報をデータベース化してインターネット上で提

供しており，そのデータベースは信用調査等に利用されている。同社のように

信用調査に利用されるサービスを提供する会社は，連邦法によって，情報の正

確性を最大限確保するための方策を履践しなくてほならないと義務付けられて

おり，同法に違反した場合は一定額の賠償義務を負うと定められている。

RDhing氏は,被告のデータベースが同氏の学歴,家族構成,年齢等について誤

った情報を掲載しており，同法違反があるとして，被告のデータベースに掲載

されている人々をクラスとするクラスアクションを提起した。

クラスアクションを提起し訴訟追行している認証前クラス代表者は， 自らが

被告の行為によって何ら損害を受けていない場合， クラス原告適格(dass

standing)を有しないとされている。本件において，認証前クラス代表者であ

るRObms氏は，虚偽情報を掲載したことによる法律違反があることを主張す

るのみで，それにより自らが具体的な損害を受けたこと帽用調査や就職等で

不利益を受けた，など｡）を何ら主張していない。そこで，制定法が違反行為

の存在のみによる損害賠償を認めている場合,認証前クラス代表者自身が具体

的な損害を受けていないとしてもクラス原告適格を有するかが争点となって

(‐

いる。

く 第一審はクラス原告適格を否定したが,控訴審はこれを肯定した。11月2日

に連邦最高裁で口頭弁論が行われた。①制定法が損害賠償請求権を認めていれ

ば直ちにクラス原告適格が認められる，②それだけでは足りず，現実に損害を

受けている必要がある，③②だとしても，本件は虚偽の個人情報がデータベー

スに掲載されたこと自体で経済的・料申的損害を受けたといえる， という3つ

の結論が考えられ，どのような結論となるのかが注目されている。
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*45恥ung裁判官は,近時, Im℃眺湿uZnという事件において，実際には損害を

受けていない人が含まれていてもクラス認証は妨げられないという判断を示し，

連邦第一巡回区控訴裁判所もそれを維持した。

同事件は,Nexiumという薬に関し，特許権を巡る紛争が生じていた製薬会社

と後発薬会社3社との間で,製薬会社が後発薬会社3社に一定の金銭を支払うの

と引き換えに，同3社がNexinmの特許が有効に存続していることを認め,特許

期間が切れるまで後発薬を販売しない， という内容の和解が成立したことを受け

て,NexiumのH晩者ら（末端消費者ら）が，製薬会社及び後発薬会社に対し，

クラスアクションを提起したものである。原告側は，同矛職が不当な競争制限で

あり,これにより安価な後発薬の購入が妨げられたとして,一定期間内にNexi,'m

を購入した末端消費者ら全員をクラスとし,Nemumの販売価格と後発薬の想定

価格との差額分の支払を求めた｡被告側は,同和解の合法性を主張するとともに，

末端消費者らの中には，後発薬が販売されたとしても（製薬会社のブランドを好

んでいるなどの理由で)従来価格のNe血皿を購入し続ける人が一定数いるはず

であり，その人たちは同和解による損害を受けていないと主張した。その上で，

クラス全体の中で実際に損害を受けた人を特定する方法が何ら示されていない

以上，支酉副生の要件が認められないと主張した（共通性の要件が満たされること

は被告側も争わなかった｡)。

Ybung裁判官は,損害を受けない人がクラス定義に含まれていることを認定し

ながらも，被告側には本案審理において損害の有無について反証する権利がある

との留保を付しつつ,末端消費者ら全員をクラスとして認証した46。

クラス認証決定に対する被告側からの中間控訴(interlocutoryappeal)を受け

た連邦第一巡回区控訴裁半断は， 2対1で意見が分かれたものの，多数意見にお

で

〔

45 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内

容である。

46肋琵Nex加n"omeprazole)AnntrustLitigation,968ESupp.2d367DMass.
NOvG14,2013).
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いて以下のとおり判示し，原決定を維持した。①クラス定義の中に損害を受けて

いない人が「わずかに(*mmim③」含まれていても， クラス認証は妨げられ

ない。本件では，当事者双方の証拠に照らすと，損害を受けていない末端消費者

らは全体の数パーセントに過ぎないと考えられるので， 「わずか」である。②ク

ラス認証にあたっては，損害を受けた人と受けていない人を邸ﾘするための手続

的に実践可能(admmstratively企asible)47な方法があり得ることさえ分かって

いればよく，実際に損害の有無を判断するのはクラスアクションの本案審理に入

ってからでよい。本件では， 「私は， もし後発薬が販売されていれば後発薬を購

入していた｡」という旨の各末端消費者による宣誓供述書(amdavit)が提出され

るなどすれば，損害の有無を判断することが可能である。

これに対し,反対意見は,①②の一般論は是認しつつも,クラス認証の時点で，

損害を受けた人を特定するための手続的に実践可能な方法が示されていなけれ

ばならないのに，原決定はそれを示していないとして，第一審にて手続的に実践

可能な特定方法の有無を審理させるべく破棄差戻しが相当であるとした。多数意

見が提案する特定方法については,控訴裁判所が自ら方法を考案して原決定を維

持するのは控訴審の手続として問題がある上，宣誓供述書のみによる特定は他の

控訴裁判例48でも否定されており不適当であることや，本件のクラスは100万人

以上に及ぶため，損害を受けていない人がそのうちの数パーセントといっても数

万人になることなどから，実践可能な方法といえるかも疑問であるとした。

なお，本件は，被告の賠償責任の有無と賠償額の算定とを別の陪審が審理する

二段階方式が採られ，第一段階において，本件和解の違法性とクラスの損害との

て

＆

47 （1）の確認可能性の要件のなかで論じられている手続的実践可能性がここでも判

断要素として用いられている。

48この点に対し,多数意見は， 「これらの裁判例は過去に当該製品を購入したか否か

の立証に関して宣誓供述書の使用を否定したものであるが，本件では，他の書類によ

っては立証不可能である将来の購入（もし後発薬が販売されていればそちらを購入し

ていたか）の立証が問題となっている」旨を指摘している。
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間の因果関係が認められないという評決が出されたため，損害額の審理に進むこ

となく原告敗訴となった。

参考までに，本稿末尾に,認証されたクラス定義を引用した。

Q. クラス定霧の中に損害を受けていない人が含まれる揚命損害を受けた人を特

定する方法として;宣誓撰述書を用いるのは適当か?InreNexiumの控訴裁判所の

多数意見に賛成するか？

A原決定を維持してくれたのはありがたいが，その点についての控訴裁判所の多

数意見には反対であり，むしろ反対意見が説得的である。損害の有無を公判で審理

する場合には，伝聞証拠である宣誓供述書はそもそも証拠能力がないので使えない。

他の客観的な方法での立証が望ましいであろう。

実は私は， クラス認証の決定時に，損害を受けた人をなるべく厳密かつ客観的に

特定するための方法をも考えていたので，反対意見の要求を満たしていたはずであ

った。しかし，それを口頭で当事者に伝えていたものの， クラス認証の決定書には

書かなかった。中間控訴審において，被告側は原決定の不備を指摘するばかりで，

原告側もクラスの範囲をなるべく大きいままにしておきたいという思惑があった

ようで，両当事者とも私の方法論を控訴裁判所に対して説明しなかったようである。

そのため，あのような控訴裁判所の判示になり，反対意見も付されてしまった。今

後は， クラス認証の決定書において， どのような方法で損害を受けた人を特定する

かについても具体的に書くことにするつもりである。

また，製品に欠陥があるような事案では，その欠陥による実害が発生しているか

否かに関わらず，欠陥があるということ自体を損害と捉えて，全員に損害を認める

こともあり得る。例えば，最近話題となっている，カビが生えてしまう洗濯機に関

するクラスアクションのような事案では,まだカビが生えていない人も，設計面で

欠陥のある洗濯機を買わされたことに変わりはないから，既にカビが生えてしまつ

〈

〔
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た人と同様に損害が認められるであろう49。

（3）クラス認証の手続について

*50 YbUng裁判官は， クラスアクションにおいて，先行トライアル(benwether

trial)を用いる。これは， クラス認証の前に，原告側に選ばせた原告代表者1名

についての審理（先行トライアル）を行い，①原告代表者が先行トライアルで勝

訴した場合，原告代表者個人の勝訴判決を出さないままにしておいて， クラス認

証のためのデイスカバリー・クラス認証のための弁論に進む（原告代表者が敗訴

した場合は， クラス認証を行うことなく，原告代表者個人の敗訴判決が出されて

終了する｡)，②裁判所がクラスを認証したら， クラスアクションとしてのトライ

アルに進む（裁判所がクラスを認証しなければ，原告代表者個人の勝訴判決のみ

が出されて終了する｡)，③クラスアクションとしてのトライアルで原告側が勝訴

／和解すれば，それにより原告代表者も含めてクラス全体が救済を受ける腺告

側が敗訴すれば， クラスアクション敗訴判決と原告代表者個人の勝訴判決が出さ

れて終了する｡)。

この手法のメリットは， クラス認証の前に先行トライアルで本案についての証

拠を見ることから，裁判官が事案をよく鋤¥でき， クラス認証について的確な判

断ができるようになるという点にある。近時の連邦最高裁が, WE1Mazt咳

Duk"事件等において,クラス認証の要件を厳しく審査することを求めているこ

とにも親和的な手法であるといえる。

また，先行トライアルで原告側敗訴となればクラス認証に進むことなく訴訟が

終了するため，効率よく事件の仕分けができる。当事者としても，先行トライア

に

〔

49実際の裁判例も,Ybung我利官と同じ考え方により，カビ発生の有無にかかわらず

洗濯機の購入者全員につきクラスを読扇Eした。hz℃WhirlpodCorp.FIDnt-Loading
WasherPmductslighili句rLitiga伽n,722E3d838CthCirB2013).
50 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内

容である｡
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ルによって陪審の反応を見ることができるというメリットがある。

なお,先行トライアルは, 2， 3日程度で終わるような単純なものでなければ行

わない｡血z氾陥xi"m等の独禁法違反事件のように,個別の原告について先行審

理することにあまり意味がない事案類型の場合も行わない。

クラス尭斑をいつやるか？／現難ｳに可能な限り早期こぐ焼ziypzactimbfQ. クラス頴

nmeツノという を気にしてし､るか？

A. 同規定は努力規定なので，そこまで気にしているわけではない。先行トライア

ルを行う場合には，その審理内容によってクラスを認証すべきかどうかの判断がほ

ぼできてしまうので，先行トライアルからあまり間隔を開けずにクラス認証の判断

ぐ

をしている。

提訴されてから一年後にトライアルになれば通常の訴訟の場合でも悪いペース

ではないので，提訴後約一年の期日をクラスアクションの審理のために仮予約し，

先行トライアルを行う場合は，提訴後約3か月の期日を先行トライアルのために仮

予約する。

Q・ クラス緬の柵のため/こ，ざんな証拠を主/こ用いるか？

A・ 当事者からの宣誓供述書(afdavit) ,専門家による経済的分析を記載した宣誓

供述書(emnomcamdavit)など｡先行トライアルを行う場合は，先行トライアル

の審理内容でほぼ判断できる。

＜

Q・ サブクラスを利用することはあるか？ 。

A. ある。血”恥湿uZnも，直接購入者ら（小売店等）と末端消費者らをサブクラ

スとして分けた。独禁法違反の事件において，連邦では，間接購入者が販売者を提
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訴することができない。そのため，他の事件51でも，それを州法で可能にしている

州の末端消費者のみをサブクラスにして， クラスアクションを存続させたことがあ

る。

（4）和解について

Q・ クラスアクションの和解"ごおける裁判官の役観"ま？魂卿容が公平なもので

あるかを柵するために追加の資蝋/を求めることはあるか？

A私は，公判審理信奉者で，和解を積極的に勧めることはしないし，関与もしな

い。しかし， クラスアクションにおいてクラス認証が行われた後は， うってかわっ

て，和解交渉に積極的に関与する。クラスアクションでは，弁護士がお金を稼ぐた

めに， クラス構成員の利益を害するような和解を成立させるおそれがあるため， 目

を光らせておかねばならないからである。原告代理人は，和解総額を大きくして自

らの弁護士報酬を増やすべく， クーポン和解やシープレ方式を用いようとする。私

はこれらを敵視している。クラスアクションは，本来，少額の債権を有しているの

に費用がないため大企業を訴えることができない弱い人々を保護する制度である。

それなのに， これらの方法は， このような少額債権者が救済を受ける仕組みではな

て

い。

く 和解案の公平性を判断するために， もちろん必要に応じて追加の資料提出を求め

るし，弁護士報酬が不当に高くなっていないかも注意している。

*52血記恥rf77mのクラス定義

参考までに,血z巴』泥ri7]mのクラス認訂訣定から，同事件のクラス定義を以下に

引用しておきますも上述の事案の概要では省略しましたが，本件では,末端消費者

51nzz℃RelafenAntitrustlitigation,221ER.D.260DMass2004).
52 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内
容である。
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だけでなく，末端消費者がNexi',mを購入するための費用を支出をした第三者もク

ラスに含まれていますb

簡単に要約しますと，第一文において， 「2008年4月14日から被告の違法行為

が終了するまでの間に,ここに列挙されている州53において,Nexiumを購入した，

あるいはNexi']mの購入のために支出をした,アメリカ国内にいる全ての個人又は

団伽とクラスを定義し，第二文で， 「ここにいう『購入した』とは,Nexiumの購

入金額の一部又は全部を支払い，あるいは償還したことである｡」と用語の定義を

加えていますbさらに，第三文で， クラスから除外される人を列挙していますbこ

のうち,bでは,Nexiumを被告から直接購入した人を除外していますが，これは，

直接購入者は別のサブクラスを形成（上記事案の概要参照）して訴訟が行われたた

めであると思われますbまたp aで被告関係者を, iで本件を担当した裁判官及びそ

の家族を除外しているのも興味深いですも

て
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53列挙されているのは,州法にて末端消費者が独禁法違反に基づく損害賠償請求をす
ることを許容している州だと思われま魂
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別紙2

州上級地方裁判所Wnson裁判官54へのインタビュー要旨

11月9日 （月) SuimkSupemrCourtにて

（1）クラスアクションの事件類型等

Q. 担当事洋のうち，クラスアクションとして掲超される獺が占める割合はど

のくらい恥とめような類型の募洋が多い恥

て

A月に1件くらい，クラスアクションとして提起された事件の期日が来るという

くらいの印象である。

事件類型としては，賃金関係の争いが多い。今まで担当し終結したクラスアクシ

ョンは以下のものがある。

⑪』egalSeaFoods事件

マサチューセッツ州法では， レストランやバーにおいて飲食物を運ぶウエイ

ターは，客からのチップを受け取る権利が認められている代わりに，最低賃金

が通常の従業員よりも低く定められている。Legalのとある店舗では，ナイフ

等をナプキンに包む作業をするだけの非ウエイター従業員もウエイターと同

様に扱い，通常の従業員の最低賃金よりも低い賃金しか支払わず，客からのチ

ップを非ウエイター従業員とウエイターで折半することとしていた。これに対

し， ウエイター及び非ウエイター従業員をクラスとするクラスアクションが提

起された。

この事件は，結局， 矛職で終結した。ただし， クラス認証の前の段階で，当

該店舗が閉店することとなり，従業員から他の店舗への異動希望等を聴敬する

〔

54弁護士として長年活躍された後， 2012年にマサチューセッツ州裁判官に任官。現
在はマサチューセッツ州Surnllr郡上級地方裁判所にて民事事件をご担当。
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個別面談が行われた際，被告側が， 「クラスアクションから抜けることを約束

すれば追加で金銭を支払う」旨の提案を行った。原告側の申し立てにより，裁

判所が， このような被告側の活動に対する暫定的差止命令(prelimina]y

iljunc伽n)を発令した。

②ダンサーの事件

大人向けクラブの女性ダンサー（50名以上）をクラスとして，同クラブに対

し，従業員としての賃金の支払等を求めて提起された事件b原告側は，被告で

ある同クラブが，基本給を支払わず，ダンサーから不当にも施設使用料を徴収

するなどしたと主張した。

裁判所がクラス認証決定を行った後，和解した。

に

③Uber事件

配車アプリ会社Uberは，利用者から，乗車踊誰等に応じた利用料に上乗せ

して，利用料の20％分の手数料を徴収していた。そこで,Uberのドライバー

が，同手数料はチップとして全額ドライバーに支払われるべきであるのに，

Uberがその一部しかドライバーに還元しないのは不当であるとして， クラス

アクションを楯超した。

和解により終結した。

〔

④医療刑務所の事件

民事上の拘禁(cMlcommitment)によって医療刑務所に収容されていた精

神病患者をクラスとして，刑務官による過度な隔離収容及び有形力の行使の差

止めを求めてクラスアクションが提起された。

両当事者は和解し,これまでの処遇方法の差止めが認められた｡(なお,現在，

これまでの処遇方法下で被った損害の賠償を求めるクラスアクションが提起さ
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れている｡）

Q. クラス認証後も和解に至らない事幣まある汎

A私自身は見たことがない。クラス認証を争わないことが和解の内容の一部とな

っていること （和解目的のクラス認証）が多い。

（2）マサチューセッツ州法のクラスアクションの要件について

＊55マサチューセッツ州法は,州民事訴訟規則23条にてクラスアクションの要件

を規定している。概ね連邦法のクラスアクションと同様の要件となっているが，

連邦法と比較すると，①クラス認証の時期についての規定がない（連邦は，連邦

民事訴訟規則23条｡(1)(A)において，現実的に可能な限り早期["anearly

practicabletime'']にクラス認証をすべきことを規定している｡),②争点クラス

の規定がない，③オプトアウトができず， クラス構成員に対する義務的通知の規

定もない，などの相違点がある。

また,マサチューセッツ州法は,消費者事件について,特別法伽ass.Gen.Laws

ch. 93A, 99(a)によるクラスアクションの手続を定めている。支配性

"redommace) と優位性(superimity)の要件が要求されていないなど， ク

ラスアクションの要件を緩める規定となっている。

て

〔

Q. 連邦法と異なり，クラス認鉦の嶬朝についての規定がない戯そのことの影

劉式あるか？

A.連邦裁判所よりも， クラス認証の時期を気にしなくてもよいといえるだろう。

ただ，連邦裁判所も， クラス認証の時期を早くすることに神経を尖らせているわけ

ではないだろう。

55 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内
容である。

－45‐



私は， クラス認証の時期は原告側の選択に任せることにしている。原告側がクラ

ス認証の申立てをしてきた時点で判断する。クラス認証の時期が早い力握いかは裁

判官としてあまり関心を払っていない。

Q・翻法とは異なり，争点クラスの規定がない戯そのことによる’剛合/まない

方も

A.私は争点クラスを用いたことはないが，規定がないとしても，裁判官の裁量に

よって争点クラスを認証することはあり得ると思う。

て

Q.潮法とは異なり，クラス構戎員にガする鰯的通知オプトアウトにつし、

ての規定がなし､魁そのことにより，州の鶏溌翻と異なっているか？

A. よくわからないが， さほど異なってはいないと思う56｡

Q.連雛と同様に規定されている要存:について；連邦法につし､ての先鋤劾謄の

職にとめ程度影響力を有しているか？

A.州法を解釈する際に連邦法に従う必要はないので，連邦法と異なる解釈を採用

することももちろんあり得るが，連邦法についての先例は参考にはなるだろう。

ただし，仲裁法(ArbitrationAct)の分野のように，連邦法が優越することとさ

れている場合は,連邦法に従わざるを得ない｡契約に仲裁条項(arbitrationdause)

が定型的に盛り込まれていればクラスアクションを提起できなくなるか否かとい

う問題に関し，マサチューセッツ州最高裁は，同条項の効力を認めず， クラスアク

ションの提起を認めていた。しかし，近時，連邦最高瀞7が， この点については仲

〔

56裁判官の裁量により，クラス認証時の告知を行うことはできるが，どうせオプトア
ウトができないため,_あまり行われないようである。 APRAcTInoNER?sGumTo

CLAssACIIoNs978･979伽arqrHoganGreered.,201D.
57AI,&TMObilitylLCVBConcepcion,563U.S､333(2011);AmericanE]mressCo.ve
ItalianColorsRestaurant,133S.Ct.2304@013).
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裁法が州法に優越し,同条項の効力によってクラスアクションの提起ができなくな

るとしたため，マサチューセッツ州法もそれに従わざるを得ない状況となっている。

Q.州民舗規則詔条に基づくクラスアクションと,州法鮎aptergaA, 59e)

による消聲者クラスアクションの事徽の比箏/ま？

A、私自身はChapter93Aによるクラスアクションは見たことがなく，よくわから

ない｡Chapter93Aのクラスアクションが多く利用されているとまではいえないよ

うに思う58が，それがなぜかはよくわからない。

て

（3）クラス認証について

Q. クラス認証のための弁論(mzti五砲加nheamig）はどのように行っているか？

Aクラス認証のための弁論を行ったことがない｡証拠調べ(evidemiaryhearing)

まで行われるのが通常なのかどうかも分からない。

当事者双方が， クラス認証について合意した上で， クラス認証と和解の認可を同

時に求めてくること（和解目的のクラス認証)がある｡その場合は,認可に当たり，

不適切な和解でないかを裁判所が吟味することになるが，当事者が合意しているの

にクラス認証すらしないというのはあまり考えられない。

〔

Q.原苦ｵﾐ主張するクラス構成員の中/昌離に/ま損害を受けていない人が含まれ

ている場合はどうするか？損害を受けていない人が含まれていること自伽ま分か

っていても，それがどの人かは特走できないような場合はどう力も

A損害を受けていない人を特定することができ，その人を適切に除外したクラス

定義(dassdefnilion)ができるのであれば，そのようにクラス定義を修正した上

58Costeno弁護士によれば,Chapter93Aのクラスアクションもよく利用されている
とのことである。Costeno弁護士のインタビュー参照
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でクラスを認証するということは考えられる59．

そのような特定ができない場合でも,例えばクラス構成員のうち不特定の10％に

は損害が生じていないことが分かっていたとしても， クラスアクションの趣旨から

すれば， クラス認証はするべきだと思う。クラスアクションは，少額で個別訴訟の

提起はできない弱い人たちを一つにまとめることでその権利保護を図る制度であ

るから，共通性や支配性の要件をあまり厳格に解するべきではない。ラフ・ジャス

テイスでよいはずで，一部の人が棚ぽたの利益を得るかもしれないからといって救

済を閉ざすべきではないだろう。また，例えばアスベストの事件では， 当該工場か

ら由来するアスベストで被害を被ったかを特定できなくても救済してよいだろう。

各工場に対する請求を平均すれば，各工場が応分の負担を負うことになるはずだか

らである。

もっとも， 90％の人には損害が生じていないというような場合であれば， クラス

認証は難しいかもしれない。

〔

*6oマサチューセッツ州法における共通性の要件が満たされるためには，個々の

クラス構成員の利害が， （あらゆる面で同一だといえる必要まではなく）被告側

の特定の違法行為との共通の関係性から生じているといえればよい， とされてい

〔 る(6@theinterestmustariseoutofacommonrela伽nshiptoadefnitewrong')

59文献(ABABooKPuBIIsInNG,THELAwoFLAssAcTIoN:FFrYY-SmmESuyEY

2014･2015304(2015))で紹介されているものとしては,大手チェーンである薬局が，
顧客の個人情報を不当に利用して医薬品の購入を促す等のダイレクトメールを送った

として,プライバシー侵害を理由とするクラスアクションが提起された事案において，
原告側が，クラス定義を「同薬局の顧客全員」としていたのに対し，裁判所が， 「同薬
局の顧客のうち，ダイレクトメールを送られた者」侭客の約2％のようである｡）に
限ってクラス認証を認めたというマサチューセッツ州の裁判例がある。WeldvLCVS

Pharm.>Inc.,1999WL1565175伽ass.SupenCt.NovG19,199⑳、
60 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内
容である。
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61
0

支酉副生の要件については，明快な判断基準は確立されておらず，裁判官がクラ

スアクション制度の目的に鑑み，裁量により判断するものとされている62．州最

高裁は，損害額の算定において個別の構成員についての主張・立証が予定される

ことのみをもってクラス認証が否定されることはない， としている。また，

Wal-Martの従業員が賃金の一部が不当に削られていると主張して提起したクラ

スアクションにおいて， クラス構成員の中に実際には損害を受けていない人が少

なからず含まれているとしても，賠償義務の有無についての争点クラスの支酋副生

の要件は満たされるとした63．他方で，因果関係，詐欺における誤信，様々な他

製品と組み合わせて使用される製造物滕々な車種で採用されているシートベル

ト等）の安全性，時効等が問題となる事案においては，各構成員に固有な個別事

情が重要になる場合が多いため，支配性の要件は満たしにくいとされている"。

〔

（4）和解， クラス構成員への分配について

*65マサチューセッツ州法では，連邦と同様に， クラスアクションの和解が成立

するためには，裁判所の認可(approval)が必要とされている（州民事訴訟規則

23条｡)。

〈
61ABABooKPuBIIsInNG,THELAwoFCLAssAcIIoN:FIETYY-STMESuvEY
2014-2015307(2015)．

62SalvasMWal-MartSmres,Inc.,893N.E2d.1187,1209@00a.
63ABABooKPuBIIsInNG,THELAwoFCLAssAcTIoN:FIFTYY-STMESuRvEY
2014-2015311(2015)．

SalvasvBWal･MartStores,Inc.,893N.E.2d.1187,1210･15(2008)は, ｢損害を受け
ていない人がわずか("minimj9しか含まれていないということを原告側は示せて

いない」という点を理由の一つとしてクラス認証を否定した原決定を職するに当た

り，クラス誘鉦の判断はケースバイケースのものであるから， 「わずか(曲皿nim劫」

でなければならないという要件があるわけではない， と判示した。

64ABABooKPuBusIHNNG,THELAwoFCLAsSAcIIoN:FFTYY･STMESuRvEY
2014･2015310-312(2015)．

65 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内
容である。
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Q. 刃燃の認馴こ当たり，当該刃螺が公平なものであるか盃かをどのように判

断するの力も

A.和解案がなぜ公平といえるのかについて当事者に主張させ，その主張に基づい

て判断する。和解の総額だけでなく，個々のクラス構成員にどのように分配される

かについても確認する。

例えば,@Uber事件では，手数料全額分をクラス構成員に還元するというほぼ

満額回答（労働事件なので，懲罰的な3倍損害賠償の規定が適用され得る事案であ

るため，その点まで考慮すると満額回答ではない）の和角篠が当事者から示された

が，実際にクラス構成員にきちんと還元されるようになっているかについても注意

を払った。同事件では，原告側代理人がクラスアクションに慣れており信頼できた

上，なるべく多くのクラス構成員に還元されるような手順となっていたこと， 1回

目の分配手続でクラス構成員に還元し切れなかった場合の2回目の分配手続につい

てまで決められていたことなどから，和解案を認可した。

で

Q.職賞金の算窟ご当たり，倦鰄裁判官帥eciglmggte〃妬を用し､ることはあ

るか？また賠償金の分配に当たり，｡贈ima〔hmnおtz召如z･刀溺用されることはある

く か？

A州裁判所でspedalmasterを用いることはないだろう。 Specialmasterのよう

な豪華な手段は， リソースの豊富な連邦裁判所で用いられるものである。daim

adminiStratOrを利用することはしばしばある。

66連邦では，両当事者の同意の下,複雑な損害額の計算などの審理の一部を，専門家
である特別補助裁判官(spedalmaster)に委ねることができる（連邦民事訴訟規則

53条)。クラスアクションにおいても，損害額の計算をspecialmasterに委ねること
がしばしばある(WmJIAMRuBENsIEIN,NEwBERGoNCLAssAcTToNsVOLuME3,at
668-669(5thed.2013).Claxy弁護士のインタビューも参照)。マサチューセッツ州法
にも同様の規定がある（州民事訴訟規則53条)。
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Q.個人刀鵬金の分配を求める卿こ，当該個人がクラスに含まれることをどのよ

うに柵するのか？地imadmmjsな没torが当該個人の要求を拒絶した場合/こ,当該．

個人が易硫を串し立てることはあるか？

A.被告側に取引履歴が残っていればそれに基づいて判断できる｡それがなくても，

クラス構成員側が取引圃整を提出するのもよいだろう。

daimadministratmの判断に不服が申し立てられた例は聞いたことがない。ど

うせ少額なので，わざわざ不服を申し立てる人はいないのではない力も

〔

（5）その他

Q. クラスアクションにおいても相尹方の雁の深全は行われるか？

A.保全は可能である。通常の訴訟の場合と異ならない。ただし， クラス認証がな

される見込みを疎明しないと， クラス全体の賠償請求額に対応する保全は認められ

ないだろう。

〔
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別紙3

Cratsley元裁判官67インタビュー要旨

11月12日 （木) HarvardLawSchoolにて

（1）クラス定義クラス認証について

Q. 当事者によるクラス定義(bkss曲丘､並加ノを裁判官が変えること/まあるか？

A. あり得るだろうが，そのような例は見たことがない68bただし，告知(notice)

の方法を裁判官が変えさせるのは見たことがある。告知の範囲や言蹴事項によって

実際に救済を受けようとする人が決まるので，私も十分に気を付けていた。

〔

Q.原告側菰主張するクラス繊員の中/昌離に/ま損害を受けてし､ない人が含ま

れている揚命クラス鯛/まどうするか？

Aクラスの定義はルースに行うものであるので，損害を受けていない人が含まれ

てしまうこともあるだろう。単独では救済を得られない少額の債権者をグループに

まとめて救済の途を開くというのがクラスアクションの制度趣旨だからである。ま

た，ルースな定義の方が，当事者間の和解交渉も進むと思われる。

私は，告知(notice)が十分なものであるかについては注意を払っていたが， ク

ラス定義はあまり厳密に考えてはいなかった。クラス定義よりも，実際にどのよう

な範囲の人たちにどのような告知がなされるかが重要であろう。

〔

67元マサチューセッツ州上級地方裁判所裁判官。ハーバード・ロースクールで長年，

司法制度に関するゼミ及びボストンエリアの裁判所への学生のエクスターンシップを

指導されており，歴代の日本人裁判官留学生が大変お世話になってきた。

68裁判所がクラス定義を限定した裁判例はマサチューセッツ州にも存在している。

Wnson裁判官インタビュー要旨の注5参照（なお，この裁判例では,原告側が｢全米

の」顧客をクラスとしようとしていたのに対し，裁判所が，手続保障の観点から側'|､｜

の顧客を含むことができないという理由で, 「マサチューセッツ州内の｣顧客に限ると
いう限定も行っている｡)。
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（2）矛噸，分配方法について

Q.当專毒がまとめた魂縢を認可する鯛こ,刃鵬の内容を変更させることはあ

るか？

Aあり得る。私も， クラス構成員に分配されなかった残金が適切なところに行く

ようになっているか等について注意を払っていた。

Q. 諏解で/主離に櫛頃にどのように分配されるかについてもきちんと詰めら

れているか?被告〃主和解の総額だけに関心があり，個々の構戎員の分配まてvま

て 気にしなし､のてVまない力“？

A告知方法，分配方法，個々の構成員がどのような手続を経れば賠償金を回収で

きる力等についても和解で詰める。告知に当たっては， クラス構成員についての情

報を持っている被告が積極的に協力するかたちになることもある。公に注目されて

いる事件では特に,被告としても，分配方法に至るまでフェアな和解になるように

するインセンテイヴを有しているのではないか。

Q. クラス構成員刀囎償金の分配を受ける膿自らがクラス構戎員であることを示

すため/こその旨を記載する宣誓洪述書(勘鋤ね面〃を撒けるだけで足りるとす

ることはあり得るか？

A、通常は宣誓供述書だけでは足りないであろう。当該商品を購入した取引履歴等

の書類の提出を求めるべきだと思う。もっとも，金額の低い事案であったり，クラ

スの範囲が限定的であったりして虚偽の請求が考えにくい事案や，差止めが主たる

目的であるような事案では，そのような簡易な方法もあり得るかもしれない。

く

（3）その他

69同日に行ったmary弁護士のインタビューにて'同弁護士がこのような趣旨のこと
をおつしやっていたことを踏まえた質問。
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クラッツリー元裁判官から,最近消費者契約における仲裁条項(arbitra伽nclause)

によってクラスアクションでの救済が閉ざされるという問題をNew恥】kTimes紙が

連鋤0で取り上げ，注目されているとの情報提供があった。これは，契約において仲

裁条項にも同意することで， クラスアクションを含む訴訟手続による救済を消費者が

放棄したことになり，後にクラスアクションによる救済を受けることができなくなる

という問題である。この仲裁条項によって業者側はクラスアクションの芽を予め摘ん

でおくことができることになるが，連邦最高裁はこのような仲裁条項の有効性を認め

ている7'。

（

〔

70 JessicaSilve]FGreenberg&RObertGebeloEAzも並"mn欧廻zywhezeSmchng
鋤ekckofJiJstibaN.YTMs,0ct.30,2015以下連載。インターネット上でも入手

可能で，興味深い内容ですが，かなり長いですb

71AT&TMObilibrILCvBCocepcion,563U.S.333(2011);AmericanE"ressCo.v@
ItalianColorsRestaurant,133S.Ct.2304(2013).Wilson裁判官インタビュー要旨も
参照。
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別紙4

Clary弁護士72インタビュー及び授業内容

11月12日 （木) HarvardLawSdIoolにて

Q.同じ事存:について；多数のクラスアクションが各地で揚超された場合はどうな

るか？

A.連邦裁判所であれば,各地の訴訟を多管轄係属訴訟MullidistrictlitigatiOn)

の手続によって一つの裁判所に移送してまとめる。各州の州裁判所に提起された場

合も，連邦裁判所に移送した上で多管轄係属訴訟にしたい。もしそうならず州去畔I

所のままであれば各州で訴訟を続けるしかない。

て

Q.同じ事存:について；クラスを狭く症議した第一のクラスアクションが行われた

農残りの人をクラスとする第二のクラスアクションを提起することは可能か？

A.第二のクラスの定義を，第一とは重複しないようにすれば可能であろう73。

Q. クラス定義の申/昌離には損害を受けていない人が含まれている場含クラ

ス溌ば認められることになるか？

A.現在，連邦最高裁で審理されている乃穆DnFbo曲事件74において，その問題に

〔

72CravatlbSwaine&n曲orelJIEというニューヨークにある著名な法律事務所の訴

訟部門のパートナー弁護士b証券事件等のクラスアクションにて原告側・被告側を代

理した経験多数bハーバード・ロースクールにて複雑訴訟に関する授業(Compl"
Litigation:IegalDoctrine,RealWbrldPractice)を担当している。

73授業では,原告側としてはクラスの範囲をなるべく大きくし'被告に和解へのプレ

ッシャーをかけると同時に， （賠償金の3割をもらうことになっている）原告代理人

の報酬額を増やすインセンティヴがあると説明されていたので，あえてクラスの範囲

を絞ったクラスアクションを原告側が提起することはあまり想定できないご様子であ

った。

74Ybung裁判官インタビュー要旨参照。
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ついての重要な判断が示されるかもしれない。もっとも，先日行われた連邦最高裁

での口頭弁論の内容からすると，個々の従業員の勤務時間をきちんと記録せずに一

律計算で賃金を算出するというやり方を会社側が採用していたことがそもそもの

原因であるから，実際には賃金不足となっていない人も含まれているというリスク

は会社側が負うという方向の判決が出されるのではない力もそうであれば，実際に

は損害を受けていない人がクラス定義に含まれている場合一般に当てはまる話で

はなくなるかもしれない‐ 0

〔
Q・ クラス認証後のトライアルで陪毒が損離繍求を認容する場命個々のク

ラス構成員がそれぞれいくらの支私を受けるべきかについても陪審に指示しても

らうことはできるか？例え感損害賠償額の内訳や算定方法まで認唐するよう陪審

に求めることはできるか？

A基本的に，陪審には様々な認定を求めることが可能なので，不可能ではないだ

ろう。私が経験した証券事件では，証券に関する複数の虚偽記載が原告側から主張

されていたところ，陪審に， どの記載が虚偽であったかを個別に認定させたという

例があった。もっとも，その事件では，陪審が虚偽記載に関して原告の主張を容れ

ながら,損害額は原告の主張の半分しか認容しなかった。理屈からすれば変なのだ

が，陪審がバランスを取ったのであろう。〔

Q.被告の賠償義務伽hili鯛の有無を陪審で毒理し，損害額の算定を特鋤補助

裁判官伽edalmastez3)恋に委ねるという方法は雛によく用いられているのか？

A.近時, spedalmasterの利用が増えている。 トライアルよりもインフォーマル

な手続で，経験豊富な人が作業するため，原告にとってはトライアルよりも早い手

続で賠償金を得られるし，被告にとっても， トライアルより手続費用が安いという

メリットがあるからである。

75WUson裁判官のインタビュー要旨参照。

‐56‐



この場合，各クラス構成員の損害額は，一定の計算方法に従って機械的にはじき

出されるのが通常であろうが， クラス構成員は，本人のみ又は自らの代理人を伴っ

てspedalmasterのところに出向き， 自らの損害額を適宜な方法で追加立証するこ

とも可能であろう。

Q.多数のクラス構成員が個別の追加立証のために"eciaImasterのところ/こ押し

かけると，僕負担刀職になりすぎて困ることはなし､か？

A通常は，一定の計算方法に基づいて簡単に計算するだけであり，個々の構成員

､がspedalmaSterのところに行くことはない。例外的な事例としては，メキシコ湾

石油流出事件に関し,地域住民と石油会社との間で,賠償金の上限を定めないまま，

「損害額はspedalmasterの認定による」という内容で和解したところ，被害を受

けたとする地域住民らが様々な個別立証をspecialmasterのところに持ち込んで大

変なことになったというものがある。賠償金額がどんどん上がってしまうので，き

っと被告はこのような和解をしたことを後悔しているであろう6

（

Q. 諏解の場合；燭々のクラス構戎員への分配方法につし､て/まと切ように決められ

るか？

A. 当事者間で，まず総額について合意する。次に，原告側が，その総額をどのよ

うに個々のクラス構成員に分配するかのプラン(allocationplan)を立て，和解案

の内容として裁判所の認可を受ける。被告は，総額さえ合意できれば，個々の構成

員への分配には関心を持たないので，原告側が分配プランを立てるのが通常である。

〈

Q. クラス構成員戎分配方法にｸ職がある場合低どゅような手製を用いること

ができるか？

A.①和解すること自体に不服があるのか，②和解には賛成だが分配方法に不服が

あるのか，を分けて考える必要がある。①であれば，オプトアウトすればよい。②
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であれば，原告代理人に手紙を送るなどして分配方法の是正を求めることになろう

76.是正されない場合はオプトアウトすればよい77。ただし,被告が複数いて,被告

ごとにバラバラに和解が成立していく場合(部分的和解martialsettlement])は

要注意である。この場合，全ての和解が成立した後に各構成員への分配方法を決め

ることになるが，その時点では，各部分的和解からオプトアウトするのは，遅きに

失して認められないとされてしまうからである。

Q. 判決／和解の後，クラス構成員が賠償金の分配を求めたのにchim

""minigな没torが矩縮した揚台クラス構成員には不服を顔し立てる季段がある（

か？

Aそもそも，そのような不服が申し立てられることはあまりない。クラス構成員

として分配を受けるために必要な提出書類（取引履歴， レシート等）が事前に明確

に決められているし,daimadmmstratorは通常丁寧に作業をするため,不当に分

配を拒絶するということは通常起こらないからである。

もし不服がある場合には，係属裁判所に申し立てることになろう。クラス構成員

であることの証拠が不十分という理由でdgimarITninistratOrが分配を拒絶した場

合は，当該個人がクラス構成員であるかどうかを同裁判所が認定することになる。

その場合，裁判所は，通常は寛大にクラス構成員であることを認めるだろう。他の

クラス構成員があまり分配を要求してきていない状況であれば，なおさら寛大にな

るだろう。賠償金が余っても，被告には戻さないのが通常であるから，なるべくな

〈

76クラス構成員は,裁判所に対し,和解案についての異議を申し立てることもできる。
連邦民事訴訟規則23条し)(5)。さらに，時機に適った異議を申し立てたにもかかわら

ず和解が認可された場合， クラス構成員は和解認可の決定に対して上訴することがで

きるとする見解も有力である(連邦最高裁は,DevUnvLScardenetti,536U.S.1@00"
にて，連邦民事訴訟規則23条(b)(1)の必要的クラスアクションについては，和解認可
決定に対するクラス構成員の上訴権を認めている｡)。

77クラス認証後にオプトアウトしなかった者でも，裁判所の裁量により，和解案が提

示された際に再度告知を受け，オプトアウトする機会が与えられる場合がある。連邦
民事訴訟規則23条に)④後段参照。
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らクラス構成員に分配してしまいたいからである。

Q・取弓ﾙ園暦やレシート等を残さないの刀噛常であるような事実において；クラス

繊員であることの認定のために個々人の宣誓洪述書(怠戯抱面〃御ﾅで足りると

することは鋤るか？

A.通常は,宣誓供述書だけでは足りないとされるであろう｡取引履歴やレシート，

あるいは購入した商品の写真等の提出が求められる。被告側に取引履歴が残ってい

ればそれを利用することもある。

もっとも，宣誓供述書は，まがりなりにも宣誓の上で作成されているわけである

から，それし力提出し得ない事案であれば認める余地もないとはいえないであろう。

て

Q、 債潅を織莞した場合もクラス構域員となれ,るか？債榔の場合はどうか？

A・相続にせよ債権譲渡にせよ，それを規律する実体法によってクラス櫛戎員の地

位が引き継がれるかどうかも決まるはずで， クラスアクションであるからといって

特別な考慮が働くことはないであろう。

外国にいる樹雀者らが,連邦裁判所の管轄とならないように，州内にいる原告に

債権譲渡(assignment)をした上で州裁判所に訴訟堤起させた事案78のように，濫

用的な債櫓譲渡であればその効果が否定されることがあるかもしれない。〈

Q. クラスアクションと畦効の戻源について説開してほしし、

A.簡単に説明すると， クラスアクションの提起によって， クラス認証前であって

も，原告側が主張するクラス構成員全員について時効が停止する。クラス認証が否

定されたり，クラス構成員がオプトアウトした場合は，停止していた時効がその時

78CambridgePlacelnvestmentManagememlnc.vRMorganStanley&Co.,Inc.,
813ESupp､2d242のMass.2011). この事案では，債権調度の主たる目的は連邦
裁判所に移送されるのを避けるためであったと認定され，管轄の有無の判断にあたっ

ては，債権譲受人である原告ではなく，債権譲渡人を基準とするとされた。
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点から再び進行する。

Q. 日ﾉ術クラスアクションのft粗みについてどう思うか？

A消費者団体に原告適格を限定することで，アメリカのクラスアクションの短所

が生じないように工夫されている。特定消費者団体の数やリソースが十分であるな

らば機能するのではない力も

＊79聴講していただいたClaxy弁護士の授業の概要

インタビューに先立って聴講していただいたClary弁護士の授業では’クラスアク

ションの和解，クラスアクションの原告適格，時効について取り上げられました。以

下に，参考になると思われる部分の内容を略説します6

で

ア複数の被告人と部分的和解

被告が複数いる場合に，各被告とバラバラのタイミングで和解を成立させることが

ある。これは部分的和解⑪artialsettlement)と呼ばれる。

ある被告との間で部分的和解が成立した場合， クラス構成員はその時点でオプトア

ウトできる。しかし，いったんオプトアウトしてしまうと，他の被告との関係でもオ

プトアウトしたことになってしまう。つまり， 自分に有利な部分的和解だけをつまみ

食いすることはできない。また，部分的和解のみでは，各構成員が最終的にいくらず

つ分配を受けることになるのかはわからない。部分的和解が積み重なり，最終的に全

被告との間で和解が成立してはじめて，各構成員への分酉瀬が決められる。分配額が

決められた段階で，各構成員は，分酉職についての異議を申し立てることができる。

しかし,分酉瀕が決められた段階では，すでに各部分的和解からのオプトアウトが可

能な時期は過ぎてしまっていることに注意が必要である。

〔

79 ＊以下は，インタビューの際の補足情報として，岩崎氏に調査していただいた内

容である。
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また，原告としては，実質的な分配額を増やすため，責任割合が大きいものの資力

のない被告への訴えを取り下げたいと考える場合がある。これには裁判所の許可が必

要であるが，裁判所はこのような戦略的な取下げには寛容なようである。

"fAmchem事件について

AmfThemwWEndsDI･事件80は,被告会社に由来するアスベストに自身又は家族が職

業的にさらされた人で，被告会社に対するそれ以前のアスベスト関連訴訟に加わって

いない人全員をクラスとし，被告会社に対して提起されたクラスアクションである。

クラス認証前に和解が成立し，和解目的のクラス認証の申立てがなされたため， クラ

ス認証が認められるかが問題となった。連邦最高裁は，和解目的のクラス認証であっ

たとしても，基本的には連邦民事訴訟規則23条の各要件を充足する必要があるとし

た（もっとも，同条0〕)(3)①)のmanageabili跡の要件は；和解目的のクラス認証では

トライアルを行わないことが前提となる以上，要求されないとした｡)。本件では，ア

スベストにさらされた状況等が個々人で異なるため支配性要件が欠け，既に症状が発

症している人（今すぐに多くの賠償金が欲しい人） とまだ発症していないが将来発症

する可能性のある人(将来のインフレ分も考慮し,将来的に多くの賠償金が欲しい人）

など，異なる利害関係を有する人たちがクラスの中に混在しているので適切性要件に

も欠けるとして， クラス認証を否定した。

本件最高裁判例では論じられなかったが，仮に，既に発症している人と将来発症し

ている人をサブクラスで分けたとしても，後者については争訟性があるのかという問

題がある。また，これも本件では論じられなかったが， 「アスベストにさらされた」と

いうクラス定義には，確認可能性の問題があるだろう。

現在，和解目的のクラス認証の場合は支配性要件を満たさなくてよいとする立法提

案がなされている。ただし，適切性要件を外すという提案はない。

て

〔

80AmchemProducts,Inc.vLWmdsox;521U､S.591(1997).
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ウ時効について

クラスアクションによって時効がどうなるかは裁判例がいろいろと分かれている。

クラスアクションは時間がかかるため,時効が停止するかどうかは大きな問題である。

現在のクラスアクションの最も重要な論点の一つといえる。

基本的には， クラスアクションが提起されると， クラス認証の前であっても，主張

されているクラス構成員全員について時効が停止する8'82.その後クラス認証が否定さ

れたり，オプトアウトしたりすれば，その時点から時効が再進行する。

て

〔

81AmericanPipe&ConstrLCo.MUtah414U.S､538(1974).
82次の授業で,クラス定義が過度に広い場合はどうなるかなどについて細かく議論し

ました。どの論点も見解が分かれているので確たることはいえませんが，訴訟の経過

に従ってクラス定義が修正されていった場合は，その都度時効の停止範囲が変わって

いく （クラスから外れたら時効が再進行する） というのが有力な考え方のようです6
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別紙5

ー

ChurchiⅡ弁護士83, Costeno弁護士84インタビュー

11月13日 （金) HarvardLawSd]oolにて
I

Q. クラスアクションを提起するに当たり，原告をどのように見つけているのか？

A ICh】まず,通常の法律事務所やrivatelawhrm)は，法曹倫理上,顧客を

誘引してはいけないことになっている。そのため， 自分から原告となる人に働きか

けることは原則としてできず，相談にやってきた人が原告となる場合に代理するの

みである。しかし，その例外として，違法行為の存在を知った場合，それによって

被害を受けている個人に手紙を送ることはできる。この場合でも，手紙が限界で，

電話を掛けたり面会したりして誘引することはできない。インターネットを通じて

連絡を取るのがどこまで許されるかが近時の問題である。

これに対し，公益法律事務所(non-proftlawfrm)であれば，地域の集会など

に出向いてクラスアクションへの誘引をすることも可能である。

労働事件の場合，何らかの方法で会社の違法行為を知ったら，法曹倫理に抵触し

ない範囲でこちらから従業員に連絡を取り，法的救済が得られるよう誘導する。し

かし，従業員から相談を受けて初めて違法行為の存在を知るという流れであること

て

〔
も多い･

【Co】恥nKBwagen事件のように，大きなニュースになった場合は，原告側を代

理することを生業とする弁護士たちが各地ですぐに動き出し， 1日， 2日のうちに

83FairWorkRC.というボストンの労働事件専門法律事務所の弁護士b原告側弁護士

としてクラスアクションの経験が多数ある｡HarvardlawSChodにて,労働事件に関
する授業を担当している。

84消費者クラスアクション事件の経験を多数有する弁護士｡現在は,HarvardlaW
SchodのCemer允rHealthLawandPoh可TnnOVatiOnにて，学生のプロボノ活動
を指導している。
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はいたるところでクラスアクションが提起される。

Q、同じ事＃について；綾数の法律事謝弧別々の原呰代表者を立ててクラスアク

ションを提起した揚命どうなるのか？

A. ICh】法律事務所同士での競い合いになる。自らの利益のための奪い合いなの

で，決して美しい光景ではない。被告側が，一つの訴訟にまとめるように移送の申

立てをするのが通常なので,多管轄係属訴訟で一つの手続になった後,各弁護士が，

自らがクラスの代表代理人tlasscounsel)にふさわしいと主張し合う｡裁判官が，

弁護士の力量を見抜くための情報を十分に有していない場合や，深く考えずに代表

代理人を選任してしまう場合があるので，最も適切な人ではなく最も強硬な人が代

表代理人になってしまうことがある。

〔

Q・ （冒禰の続きノ擬士同士で調整することはまいのか？仕事の負担が増えるか

ら分担するという発想にはならないのか？

A ICh】基本的には,仕事の負担増加によるデメリットよりも，クラスアクショ

ンの規模が大きくなることによる利益増加のメリットの方が大きいので）分担とい

う発想にはなりにくい。強いて言えば，労働事件は，事件当事者間の信頼関係が重

要な事案類型であるので，代理人間の協調的行動も期待できなくはない。また，労

働事件であれば，地域ごとに分けやすい事案が多いので，州法に基づく訴訟を提起

する場合は，州ごとに分けたりすることは考えられる。連邦法に基づく場合は，分

けるということにはなりにくいだろう。

【Co】同じ事件について複数のクラスアクションが提起された場合に，どのよう

に調整するかについての合理的なルール（クラスアクションの経験が豊富な代理人

を優先する,など｡）を定めることは可能であるはずだが，アメリカではそのよう

なルールは作られていない。

〔
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Q・ クラス代表者をどのように選んでいるか？

A ICh】労働事件の場合であれば,訴訟追行に熱心な人を代表者とするべきであ

る。クラスアクションが提起されると，企業側は， クラス代表者個人に甘い和解案

を提案して個別和解し，クラスアクション自体を潰すことを試みてくる。その誘い

に乗らない，意志の固い人が好ましい。また，犯罪歴や税金滞納がないなどといっ

た非の打ちどころの少なさも訴訟の上では重要である。

【Co】クラス代表者となる人には，代表者となることの意味をきちんと説明し，

理解してもらわないといけない。被告側から甘ﾚ鱗いがあっても，代表者である以

上は， 自分の利益だけでなくクラス全体の利益を考えて行動しなくてはならない。

代表者になるということはこのような自己犠牲が伴うことを理解した上で引き受

けてもらう必要がある。

て

Q. Ibung裁判官切よう/こクラス認斑の前こ先行トラィズル(beZIWetherma"

を行うやり方7こつ↓､てどう思うか？

A ICo】被告にとっては好ましいのではない力も

【Ch】私は好きではない｡個別訴訟で請求する損害額は少額で,陪審はクラスア

クションになり得ることを知らされない85ため，陪審に訴える力が弱い。最終弁論

で「$5000の請求を求めますb」と訴えたら， 「私たちはそんな金額のためだけに一

週間の陪審の職務を務めなければならなかったの力も」 とがっかりしてしまうだる

〔

＞

フ。

また，成功報酬制で，費用を自分持ちで訴訟の準備をする原告代理人としては，

85この点は, Costello弁護士から， 「なぜクラスアクションになり得ることを陪審に

知らせてはいけないのか？」という疑問が投げかけられていた｡Ch'1Tchill弁護士は，
陪審に不当な影響を与えてはいけないという考慮だろうと答えていた。Costeno弁護

士はさらに， 「実際にクラスアクションとして提起されているのであるから,不当な影
響ではないのではない力もクラスアクションであることがどちらに有利に働くのかも
分からないのだから｡」という旨コメントしていた。
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個別訴訟となると準備にあまり費用をかけるわけにはいかず，十分な立証ができな

い｡最初からクラスアクションであればもっと費用をかけて立証の準備をするのだ

が。

被告にとっても，先行トライアルだけでは判決の既判力が他のクラス構成員に及

ばないため，先行トライアルで敗訴した原告側が別の原告代表者を立てて再度挑ん

でくるのを止められない。それが繰り返されれば，結局被告としても，最初からク

ラスアクションで一気に決着がついた方がよかったと思うのではない力も

【Co】たしかに，一回的な解決がクラスアクションのメリットの一つ｡先行トラ

イアルはそのメリットを減少させてしまう。
て

Q.消壽者鮴などと協力することはあるか？

A. 【Co】前提として， クラスアクションで原告側を代浬する弁護士は2つの種

類に分かれる。一つは，消費者保護などの理念のために仕事をする弁護士， もう一

つは,クラスアクションによって多大な利益を得ようとする弁護士である。両者は

同じ消費者事件を手がけるといっても仕事の仕方などが大きく異なる。残念ながら，

一般の人は，両者を区別しておらず，原告側を代理する弁護士は人の被害を利用し

て金儲けしようとしている(ambulancehaser)というイメージを持ってしまって

〔 いる。

それを踏まえて質問に回答すると，消費者事件の場合，理念型の弁護士は，非営

利組織であるNa伽nalCong'1merLawCenterの会議などで情報共有している｡利

益追求型の弁護士は違う仕事の仕方をする。

【Ch】労働事件の場合,ボストンでは非営利組織のwodfer"nterから情報提供を

受けるなどの協力を得ることがある。

Q.雛の綴人がクラス繊員となることはあるか？

A ICo】よくわからないが，相続人であればクラス櫛戎員の地位も引き継げるの
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ではない力もクラスアクションであるからといって相続のルールの例外があるわけ

ではないと思う。

【ml】債権譲渡を受けたクラス構成員というのは聞いたことがないが,不可能と

いうわけではないと思う。

関連する話として，近時， クラスアクションのような訴訟に投資しようとする会

社が現れている。原告側に，訴訟準備の費用を融資する代わりに，訴訟の結果得ら

れた金銭からリターンを得るというやり方である。これは新しいビジネスなので，

実際にどのようなスキームなのかよくわからないが，債権譲渡が関係する話になる

て のかもしれない。

Q. クラスの定義の鱗損害を受けていない人が含謝1かねないことを原告代理人

として舗するか？

A. ICh】労働事件では,損害を受けていない人が含まれないようにクラスの定義

を気を付ける。

【CoI(*質問に対する明確な答えはなかったが,以下のコメントをされていた｡）

今年の最高裁の即okeo事件86などで問題となっている点である｡制定法によって，

違法行為があった場合の損害賠償額が決められているときが特に問題となる。

〔

Q.和解する揚金総額について合意して分配方法は主に原苦側で考えるの血あ

るいはその点についても被告と交渉するの九分配方法について構戎員がソ砿を願

し立ててくることはまい汎

A ICh】和解が成立する流れは,①当事者双方で交渉の上，和解案を作成し,裁

判所に提出する87,②裁判所がひとまず和解案を審査する，③和解案に特に問題が

86Ybung裁判官インタビュー要旨参照

87和解案の全内容及U年ﾛ解に関連してなされた合意を全て裁判所に開示する必要が
ある健邦民事訴訟規則23条に)③)。
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なければ'クラス構成員に告知(nonce)がなされる88,④告知後の経過をも踏まえ

（クラス構成員から異議があったか否か，何割くらいの人から応答があったかなど

を当事者が叢畔I所に情報提供し，和解が公平なものであることを主張する)，和解

案の最終的な審査が行われる，⑤裁判所が和解案を認可する， というものである。

和解案の作成に当たっては， クラス構成員への分配方法など，細かい点まで交渉

して当事者間で詰めるのが一般的である。細かいことは気にせず和解案を認可する

裁判官もいるが，細かい点まで気にする裁判官もいるので，細部まで詰めておく必

要がある。

労働事件の場合は， クラス構成員が分配方法に不服を申し立てることはあまりな（

い。

【Co】分配方法を詰めることも大事だが,クラス構成員が実際に権利主張(daim)

して分配を受けるようになることが大事b消費者事件では,権利主張率(daimrate)

は10％に達すれば良い方b日本版クラスアクションでも，個人が実際に債権届出を

してくれるような工夫が必要だろう｡

消費者事件では， クラス構成員から和解案に対する不服が申し立てられることが

たまにある。不服を申し立てる人には3パターンある。①手紙などを送り， 自分へ

の分配金が少なすぎると単に不満を述べるだけの人，②自分を代理する弁護士を立

て，本格的に異議を申し立てる人，③異議申立てを生業とする人，である。③は，

教条的にクラスアクションを潰そうという考えで行動している。

【Ch】③は，専ら自分自身の利益追求のためだけに行動する人でもある。異議申

立て，上訴などあらゆる手段を用いてくる89ので，原告側としても迅速な救済に支

〈

88クラス認証がなされた後に和解案が作城された場合は，連邦民事訴訟規則23条

⑤(1)により，クラス櫛戎員に対し告知が行われる。クラス認証前に和解案が作成され

る場合（和解目的のクラス認証を求める場合）は，②の段階でクラス謡征の判断も行

われ， クラス認証後の告知と③の告知が一緒に行われることが多い。MANuuALFoR

COm画巫IJIIGAIToN921.633(4dned.2004).
89クラス構成員が異議申立て，上訴が可能である点につき,Clary弁護士のインタビ
ュー要旨参照
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障が出ることから，裏で利益供与をして引っ込んでもらうこともある。それが彼ら

の生業となっている。

なお，労働事件では，権利主張率は90％に達することもある。

Q，クラス構戎員が自分がクラスに属してし､ることを示すための織墳料淡宣誓供

述書(召避曲戒ノのみで足りるということもあり得るか？

A. ICo】通常は,被告側の取引託録でクラス構成員が特定できる。それがなけれ

ばレシートとかで特定するだろう。宣誓供述書のみで足りるとされることはあまり

ないように思うが，救済の内容にもよる。差止めが主たる目的のクラスアクション

ではあり得るかもしれない。

て

Q.原告代理人の弁護王柵まどのように決められているか？

A ICh】和解の交渉において,両当事者間で,賠償金のうち原告代理人が報酬と

して受け取る分はいくらかを合意する。ロードスター法qJodestarmethod) 90を

ベースとすることが多いが，パーセンテージ法に基づくこともある。

【Co】弁護士倫理の問題として,賠償金額の交渉と弁護士報酬の交渉はきちんと

分離すべきである。賠償金額の交渉の際には，原告代理人はクラスのために賠償金

額を大きくすることだけに専念し，その額が決定した後に,自らが報酬としていく

ら取れることにするかを被告と交渉して決める。

〔

Q・披苦代理人の弁護圭綱まどのように決められているか？

A. ICh】被告代理人は，クラスアクションの勝敗・推移にかかわらず，月額で弁

護士報酬を受け取るのが通常である。最近は,成功報酬的な要素を盛り込んだ報酬

体系を採用する例もあるようだが， クラスアクションにて被告側を代理するような

90代理人が当該事件のために働いた合理的な時間数に合理的な時間単価を乗じて報
酬額を算出する方鶴
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大手法律事務所は低リスクの報酬体系を好むため， このような報酬体系は嫌がるの

が普通であろう。

【Co】被告側の法律事務所としては， 自らの報酬を増やすためにクラスアクショ

ンの手続を長引かせるインセンティヴが働くことになる。

Q、被告代理人にとっては魂解するのとトライ>戸ルに進むのとてVまどちらがよい

か？

A ICh】もちろん,訴訟の結果によってどちらがよいかは大きく変わる。 トライ

アルで敗訴するのが最悪の結果･ トライアルに行くギリギリ手前まで進んで結局和

解するというのが被告側代理人にとっては最も好ましいのではない恥ただし，責

任感ある被告側代理人であれば， クライアントのために，無駄な引き延ばしをせず

早く和解をまとめる。

また，訴訟戦略は代理人のインセンテイヴだけで決まるものではない。クライア

ントの意向が大きい。和解に応じないでトライアルに進むのは， クラスアクション

には屈せず徹底的に争うというクライアントの意向を受けてのことである場合も

〔

多い。

〔 Q.彼告になり得る企業刀伽入するクラスアクション宙の縦はあるか？

A ICh】通常の責任保険,雇用関係の保険等はあるが，クラスアクション用のも

のは聞いたことがない。しかし， クラスアクションに対応している保険は必ず存在

しているだろう。

Q.Ma"B"n.ZawEch."A,"②のクラスアクションぼあまり利用されていな

いのか？虹

A. ICo】そんなことはない。よく利用されている。93Aの実体法部分が，企業を

91Wilson裁判官のインタビュー結果を受けた質問｡
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訴える上で原告側に有利な要件規定となっているため，使いやすい。

別紙6

1 クラス手続の概要

A.クラス認証の要件及びその基準

初めに,適切な手続に関する事柄は，原告又は被告として参加していないメ

ンバー(absentparties;全体の文意より,namedplainti鉦の反対語で，クラス

には含まれるがクラス原告（被告）に当たらないものを指すと思われる。以下

特に断りない限り, absentpa町又はabsentdassmemberを同角鍬で訳すこ

ととする｡）を（決定事項に）拘束する際， クラスの代理人が， （1）法的根拠が

あるかどうか，⑫） クラスが適切に否定されるかどうか，③名前の挙げられ

た原告(namedplainti趣以下単に「クラス原告」とする｡）が立ち会っている

かどうか， （4）事案が熟しているかどうか（争訟性を失っておらず，一方でク

ラス原告の主張がクラス手続きの間に争訟性を失ったが， クラスが継続してい

るかどうか）を決定しなければならないことを含意する。クラスを定義するこ

とは，適正手続の目的にとって，準備段階の考慮事項の中で，最も重大な側面

である。個人は， クラス決定から， 自分たちの権利が決定されることや， 自分

たちが（決定に）拘束されるかもしれないことを理解しなければならない。こ

の定義は，あいまいなものではなく, overbroadundermdusiveでもない。 「気

の滅入るクラス」 ("chilling' class･クラス認証を否定されたクラス。以下

「chillingクラス」とする｡）は，誰が含まれているかを知ることが困難なため

に，認証されない。クラスのメンバーは裁判所に容易に識別できるが， クラス

認証の段階で，裁判所がすべての潜在的なクラスのメンバーを定義できない場

合でさえ， クラス認証されうる。

〔

〔

すべての州は， クラスアクションについて，独自の手続ｼレールを持っている
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が，どの州のルールも，連邦ルール23条によく似ている。民事手続の連邦ルー

ル23G)23(b)は，アメリカ連ま臓判所におけるクラス認証の要件を定めている。

23(a)は，クラス認証における4つの最初の要件を定めており，それぞれは以下

の通り。 （1） クラスが多すぎて， クラスメンバーの参加者が，手に負えない

(numerOsiW多数性),②クラスに共通の法律問題又は事実問題がある

(commonality共通性), (3) クラス代表の攻撃又は防御が， クラスのメンバ

ーに典型的である(Wpicality典型性),④クラス代表が， クラスの興味を公

平適切に守る(representalivenessoradequa叩表示性又は適切性)。多数性と

共通性は， クラス全体に焦点を置き，典型性と表示性はクラス代表に焦点を置
〔

いている。

クラス認証のために23(a)が満たされた場合，裁判所は，行動が以下の23(D

に定められた行動のタイプの一つに合致することを確認しなければならない。

(1)それぞれの行動の実行が矛盾する判決のリスクを生む，又は被告のために

矛盾する指示の基準を生み出す，あるいは実際の事案として，他の者の関心の

方向を決定する場合（制限財団。例えばOrtmvs.FibreboardCorporation,527

U.S.815(199功より最近のKatrina事案は，制限財団の行動を守ることがど

れほど難しいかを表している)，②被告の行動や拒絶が，クラスに一般的に適

用できる場合(金銭的な被害が付随的な訴えの,指示的又は宣言的判決の判断

クラスは団結していなければならない。注；単独の指示的又は宣言的判断が，

クラスのそれぞれの構成員の救済を生み出す場合にのみ満たされる。それぞれ

の個人のクラス構成員が，被告に対し，異なる時事的又は宣言的判断を得る地

位がある場合,クラス認証されない｡),(3)個人のクラス構成員の争点に対し，

優位である共通の事実又は法律上の争点があり，それゆえクラスアクションが

他の決着方法より優れている場合b

最高裁判所は，裁判所が，原告が23条の下でクラスとして進むために，彼ら

の負担（証拠の優越）を満足することを確実にするために，厳しい分析をしな

〈

’
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ければならないことを明らかにしている(Wal-MartStores, Incorporatedvs

Dukes,131S.Ct.2541,2551@011)を見よ)。これは，メリットの制限的（しか

しただ乗りではない）考慮事項を意味している。クラスアクションとして事案

が受理される前に，代理人は，訴えがそれぞれの中心的な要件をどのように満

たすかを詳しく述べるために十分な資料を収集すべきである。例えば，率直に

多数性を主張できないが， クラスの人数を実際に推定しなければならない。

概観;地方裁判所における，クラス認証を否定するあるいは認定する決定は，

自由裁量基準の｢制限された｣乱用に基づく概観を条件としている｡PatonvsN.

M.HghlandsUniM,275E3dl274,1277(10thCm2002)。裁判所は，認証命

令が法的な間違いで断言されている場合,自由裁量を乱用している｡Haw】画nsvs.

Comparet･Cassam,251E3dl230,1237(9thCix2001).裁判所は，聞き入れる

よりも，認証を否定するほうに， より控えめでない。Minowitzvs.Citigroup

GlObalMarkets,Inc.GnreSalomonAnalystMetromedialjtigation),544

E3d474,480(2dα虹2008)。注；麦畔U所は，追加の事実が， クラスアクション

の手続きが，手続きを進めるのに最善の方法でないことを示す場合，認証後に

クラスを無効とする場合がある。

B.23(A)の要件

1．多数性(23(a)(1))。クラスが多数過ぎて，すべてのメンバーの参加が実行

不可能であるかどうかを決定するための要素は何か？ （Rule23(a)(1)of

ER.C・P） ？

●具体的な事実の質問である。妥協しないルールはない。裁判所は常識

を用いるが，熟考はしない。

●多数性は， クラスとみなされるメンバーの人数にのみ焦点を置くので

はなく，個人の参加者の実行不可能性に焦点を置いている。

＞クラスメンバーの識別がどの程度簡単か

＞彼らが地理的にどこに位置するか

I

〔

〔
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＞個人の訴えの規模（より大きい訴えは,個人の訴訟にもっていく動

機がある｡）

裁判所は，参加者の実行不可能性を決めるために，正確な数の基準を

要求しない。しかしながら，一般的な基準として， 20人以下のクラス

は，十分多数とは言えず， 40人以上のクラスは，多数性の要件を満た

すb

立証する文書；原告は， しばしば宣誓供述書，公共の文書（センサス

データ),F1IA(廿eedomofinhoma伽n)のリクエスト等を用いる。

もし，多数性を立証できなければ，裁判所は，訴状を受理する際， こ

れを示すために限られた認証された証拠開示を与える。

しばしば，多数を形成するために， クラスを定義しなおさなければな

●

●

（

●

らない。

共通性(23(a)G))。

●クラスのメンバーが共通の法律又は事実の争点を共有しているかどう

かを問う。

●この条項は，すべての法律上及びすべての事実上の争点がすべてのク

ラスメンバーに共通であることを要求するものではない。事実，法律

上または事実上の1つの争点が，提案されたクラスに共通であれぱよ

2．

〔

い。

クラスメンバー間のいくつかの事実上の違いは，共通性を失わせない。

注；クラスに及ぶ指示的又は宣言的救済を要求するクラスアクション

は，共通の法律および事実上の争点を提案する。

広範囲に及ぶ差別の会社のポリシーは，通常十分ではない。一般的な

訴えを支えるいくつかの事実が必要である。

重要な質問；クラス全体の救済は，共通の論点を解決する（例；すべ

ての訴えにおいて，有効又は無効であるために重大な中心の争点)。仮

●

●

●

●
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に，一部の労働者又はすべての労働者に影響する場合でも，すべての

労働者に影響しているポリシーと同様にはならないため，本当に難し

い基準である。共通性の膨大な証拠が必要である。

●どのように立証する力も共通性は，専門家の意見，宣誓供述書，統計

的な証拠により証明される。

●仮に共通性に欠ければ，裁判所は；クラスを定義しなおす，サブクラ

スを作る，棄却する。

典型性(23(a)B))

●共通性及び典型性は，多くの裁判所の分析において， 「混合する傾向」

にある。しかしながら， これらの概念を分けておく一番の方法は，多

数性と共通性は「クラスメンバー」における共通の筋道に焦点を当て

たものであることを認識することである。一方で，典型性吸ぴ代表

性)は,クラス原告に焦点を当てている｡GeneralTblephoneCompany

oftheSouthwestvsFalcon,457U､S.147,57,n.13(1982)を見よ（最高

裁は， クラス代表は，共通の関心を持ち，共通の被害にクラスメンバ

ーとして苦しんでいることが必要であると判決した｡)。

●典型性は， 「クラス代表の訴えが，推定的なクラスのそれと同じ不可欠

な特徴を持っているかどうかに焦点を置く。もし，訴えが似たような

指示から来ていて，同じ法律上の常識を共有するならば，事実上の違

いは，典型性を失わせない｣。 Id.156.

●質問；クラス原告とクラスメンバーの訴えとの間の表面的な結びつき

．がある場合。Stirmanvs.EJDKonCorp.,280E3d554, 562(5thCin

200⑳。

●注；仮に指示の過程と訴えが同じ法律のセオリーに基づいているので

あればクラスメンバー間の事実上の違いは,典型性を損なわせない。

Prado-Steijnanvs.Bush,221E3dl266,1278-79(11thCirL200の。

3．

て

〔
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●仮に典型性を否定したいのであれば，次の点を探す6 (1)被告がクラ

ス原告となっている者(namedplamti鋤に対し，独自の防御を有し

ているかどうか，②原告が， クラスの前に自分の興味を表現してい

ることを示す事実があるかどうか, (3)少なくとも一人のクラス原告

となっている者が，それぞれの原告に対して訴えを持っているかどう

か（例外;被告が「法律的に関連している」又は被告間で共謀がある

場合)。

代表性瞳切性)(23(a)(4))

●クラス代表及びクラス代理人に焦点を置いている。

● 23(a)(4)は， クラス代表に，公平にかつ適切に，他のクラスメンバーの

関心を代表することを要求する｡23条の他の側面として,適正手続が，

代表の適切性の決定を管理する。

●代表の適切さを保障することにより， 23条は， クラスへの判断が，原

告以外のクラスメンバーを拘束することを認めている。

●関連する質問;(1)関心が調整されているか，あるいは，原告及びク

ラスが賛成していない重大な争点があるかどうか，例えば，まったく

異なる被害に苦しんでいる等。例えば，アスベストによる軽い肺の被

害を受けている原告は，死にかけているあるいは死亡した被害者とは，

まったく異なる和解及び訴訟の興味を持っている｡②クラス原告は，

活発に事案を追求しないといけない（熱意を示さない場合，排除され

る）

＞解決法

＋潜在的な争いを避けるためのクラスを定義する

＋独立した代理人で,潜在的な争いのある分野のために,サブク

ラスを設定する

＋争いをモニタリングし，裁判所に報告する

4．

（

〔
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＋原告がクラスの興味を適切に代表していないと考えているク

ラスメンバーへの，告知と仲介を許可する

関連しない質問。積極的な追及の要望への影響以外の，原告の経済的

な資源。

クラス代理人に焦点を当てよう。こんにち, 23(g)は，裁判所に公平に

かつ適切にクラスを代表するようなクラス代理人を指名するよう要求

●

●

している。

＞クラス認証がなされたあとにのみ生じる。

＞クラス代理人のための23,(1)｡の要素は,訴え提起前の調査,経

験,法律知識,代理人がクラスを代表するために割ける資産を含むb

＞重要な点;代理人の熱意と腕前（クラスアクションの経験,訴訟の

事案に対する経験)。

＞注;アメリカの一般的なルールとして,複数人のクラス代理人を持

ち,複数の弁護士事務所を含む特定の大きな事案のための会議を運

営することになる。

で

C.23e)(3)最も一般的な消費者詐欺クラスアクション仕掛け

● 23⑥は，基本的な請求が被害である場合に認証される

●カギとなる質問；(1)法律上及び事実上の共通の争点が，ほかの個人

の争点よりも支配的であり， クラスアクションが他の方法よりも，公

平で効果的な争いの解決のために，最も優れた方法であること。

． ●裁判所は,共通の争点が支配的であるかどうか， クラスアクションが

連邦民事手続法23(b)G) (AFD)に規定される事実を用いて,制御しや

すいかどうか決定するに際し，広い裁量を持っている。

● 23(b)(3)のクラスアクションは，高額であり，時間を消耗し，すべての

クラスメンバーへの告知を必要とし， メンバーにオプトアウトする機

会を提供する余裕があるし，大規模な証拠開示があり，和解しない場

〔
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合には，頻繁に判断に代わる個人の代表が必要になる。

●対比；①)(1)又は(b)(2)の認証

●一般的な意見；クラスアクションの消費者詐欺にはいろいろなタイプ

があり，保険詐欺，誤解を招きやすい又は誤った広告, クレジットカ

ード詐欺，貸付詐欺，欠陥品等を含む。

●被害は，個人の損害，経済的損失及び訴訟費用を含む

●注意点；訴訟の法律が典型的にあてはまる。

共通争点が支配的であるかどうかを決めるための要素は何か？ （23(b)(3)）

全員に影響する法律上及び事実上の争点が，一部の人にのみ影響する法

律上及び事実上の争点よりも一般的であるかどうかを問う。もしそうであ

るならば，法律上及び事実上の争点に対する単一の共通の決定は，多くの

個人事案よりも好まれる。

クラスアクションが他の利用できる手段よりも優れているかどうかを決定

する要素は何か？ （23(b)(3)）

（クラスアクションでなければ）数百の個人の訴訟の繰り返しをしなけ

ればならないような共通の争点を，あるクラスアクションにおいて決定で

きるとき， クラスアクションは，司法の時間及び資源を節約する価値があ

ると結論付けられることを意味する。これは，矛盾する判決を防ぎ, ｡それ

ゆえ他の手段よりも優れているのである。カギは，すべての人が自分の事

案を制御する実質的な関心があるかどうかである。もしそうであれば，オ

プトアウトや共通で全体の解決は，可能ではない。一方で，多くのクラス

メンバーが小さな損害に苦しんでおり，被告に対し個人的に裁判所に行く

余裕に対する見込みを節約したい場合， クラスアクションは，ある者の権

利を強制する方法として優れている。

クラスアクション手続に適した事案はどのようなものがあるか

●証券(Securities)

2．

(‐

3．

〔

4．

･78‐
I



10b-5証券詐欺(物質の詐欺,及び公共の一段による誤解を招きやすい

報告書)，他の連邦の証券法上の独占禁止の条項の下での訴え，インサ

イダー取引や虚偽表示の登録を含む。通常，団体の役員，理事，他の

雇用者，会計士，証券引受人によりもたらされる訴訟は，プレスリリ

ース，年次報告書,訴追,年次及び四半期ごとの書類整理等のような，

公共の分布の報道から生じた結果である。

独占禁止(Antitrust)

専売，独占の共謀，依存等

デリバティブ株主訴訟(ShareholderDerivativeLawsuits)

会社の財産の無駄遣い，受託義務違反等

環境⑬nvironmem)

財産の汚染の防止，きれいな水の維持のような環境上の争点は。典

型的に個人のみに影響するものではなく，むしろ潜在的な原告の大き

なクラスに影響する。

経済(FHnance)

しばしば，将来の消費者及び投資者の関心を保護することを目的と

して，実務を変更することを求めるために，利己的な貸付や証券法違

反に関する争点は， しばしばクラスアクションの主題になる。

雇用(Employment)

理念的な理由はクラスの装置を奨励する。個人訴訟と対比すると，

クラスアクション訴訟は，被告を導くことができるだけでなく，同じ

ようなビジネスをも，彼らの実務を変更するために導くことができる。

雇用のクラスアクション訴訟の一般的なタイプは，賃金及び時間法，

セクシャルハラスメント，差別的な雇用及び賃金支払い，敵対的な職

場環境，及び州及び連邦法に反する他の事態に従うことに対する議論

を含むb

●

〈 ●

●

●

〔
●
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●民事上の権利(CivilRights)

クラスアクション訴訟は，重要な民事上の権利の争点を決定する効

果がある。ADA(AmericanswithDisabi1itiesAct？障害者法),性差

別，人種差別等を想定せよ。例;BrownvsBoardofEducationは，

公立学校における人種差別を終わらせた， 1954年の連邦最高裁による

決定があった， クラスアクション訴訟である。

●欠陥品ProductDetts)

商品の欠陥は,クラスアクション訴訟の大規模な量を継続させる(意

図しな↓伽速をもたらす欠陥のある車に関する2010年のトヨタの事

案を想定せよ｡)。

●危険な薬品のangemusDrugs)

危険な欠陥薬及び調剤薬

●消費者詐欺(ConsumerFraud)

Rent-a-Centerの事案を想定せよ。

5． 和解を目的としてクラスアクションが提起されることがあるか？

アメリカにおいては,恥sである。私たちの司法制度は,友好的な解決及

び訴訟上の和解を奨励している。私たちの司法制度は，毎年提起されるす

べての訴えを判断するために法廷で争う受容余力がない。

D.クラスメンバー以外の個人または組織が，原告になる例がある力も

州の司法長官(AttorneysGeneral)による訴訟提起

E・年間何件が訴訟提起されるのか

●このことを知るために，多くの資源がある。例えば,MDL手続は，委

員会により監視されている。

で

く

は，すべての雛の及ひ狭http:"Wwwbclassa"ion.or輿niSt-oflawsuits

着した訴訟の記録を残している。

●連邦裁判所及び各州裁判所は，訴訟提起数，場所，争点等の年次レポ
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－トを発行している。

F.クラスアクション手続の手順

●どのように原告弁護士及び司法役員はクラスや共通争点を指定するの

か？

アメリカでは，存在する判例法理により明確である。ウエストローを見

ると，あらゆる訴状及びサマリージヤッジメントの提案がダウンロードで

きる。

●原告弁護士が，認可心理の段階で，損害総額を明らかにする必要があ

f るか？

被害額を明らかにすることを意味している？少なくとも，消費者詐欺事

案において，連邦裁判所の多様な司法権のため,司法権の及ぶ範囲の額を

示すか, AF乳を満たすことが必要である

●認証に係る平均時間

多くの事案は，当事者に,初めに,認証のためのクラスの訴えを調査(制

限的な証拠開示を用いて）することを要求する。これは典型的に4～8か

月を要する。もちろん，これは,事件の種類損害の混迷さ’当事者の数

同じ争点について，全国的他のクラス訴訟がいくつ提起されているか

(MDLに送付される）によりさまざまである。注；私の経験に基づくと，

一般的にクラスアクションは，個人の事案よりも， 1～2年長くかかり，法

廷に行くのは， 2～5年かかる。

●クラスアクションとして認証される数の平均

クラスアクションとして受理された訴訟のうちの20～40％が,認証を受

ける(Rothstein,BarbaraJ.andWillging,nlomasE.''ManagengClass

Actionljtiga伽n:APoCketGmdebrJudges.''を見よ。連邦司法センター

〔
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●同じ事実関係の複数の事件の取り扱い方法。原告は，すでにクラス事

案が裁判所に係属していても，分けて訴訟を提起できる力も

クラスの種類による｡消費者詐欺訴訟であれば,典型的にはYESである。

仮にあなたがクラスからオプトアウトしていたならば，個人訴訟を提起す

ることができる。しかし，連邦裁判所では，私たちは，違う裁判所に同じ

訴えを係属させることはできない｡私たちは,MDL手続を使う。州の裁判

手続きは, AE乳司法権が主張されなければ，同時に進行できる。

て クラスメンバーへの告知，オプトアウト

●告知のために通常用いる手段

裁判所は, ．｢最も実際的な告知の方法を指示するする｣。これは， し

ばしば，雑誌や新聞の広告，テレビコマーシャル，ファーストクラス

メール，又はこれら3つすべてである。最近，裁判所は，告知情報の

普及の追加の手段として，インターネットサイトを利用することを是

認している。原告が告知を受けるのを確実にするために，原告の代理

人による登録はいつも最善であり，あなたは個人の告知を受けること

ができる。あなたが告知を受ける保険を掛けるために，あなたは，あ

なたの訴えを， クラスを代表している原告の代理人で，訴訟に関連し

て，登録されたクラスメンバーの個人的な連絡を送る人に登録するこ

とになる。

●告知のための費用

裁判所が十分だと考える告知の方法による。クラスが簡単に定義さ

れるものであれば，たいてい郵送での個人への告知をしなければなら

ないので，費用が非常に高額になる。

●誰が告知費用に責任を持つか

和解ではない認証の告知を意味していると思う。一時的には原告(現

2．
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実には代理人)。しかし，最終的には被告である。すべての和解は，告

知の費用の支払いを要求する。

●オプトアウトする人の割合

訴えの種類及び個人の被害の状態による。

●証拠開示は，役立っているか

ms.2つの段階がある。 「クラス」認証の証拠開示段階と，実際の訴

えの証拠開示段階（それゆえ1～2年長くかかる）

●判決に至る平均審理期間

アメリカではほとんどの事案が和解する。

和解

●和解に至る事案の割合

で

3．

一般的に,裁判所は統計値の類を残していない。しかしながら,2010

年，消費者クラスアクションの関係において，アメリカ商業機関(the

U.S.ChamberofCommece)は,消費者クラスアクションにおける勝

者と敗者を集計する詳細な研究を指揮するために,MayerBrownの弁

護士を雇った。これは，機関や大会社を代表する,Nestleのような，

やや有洛な弁護士事務所である。この弁護士事務所が偏らないよう，

12月2010年結論は，面白い。この研究は； 「148の, 2009年に連邦

裁判所に提起された消費者と雇用クラスアクション事案のうち，ほと

んどの事案, 127件は司法制度をとおして形成している。この報告によ

れば事案のいずれもが，原告に味方して， トライアルや裁判所の判

断の結果に終わったりしていない。事案のうち45件は，訴訟を提起し

た原告により， 自主的に取り下げられている。他の41件は，連邦裁判

所により，利点がないと考えられ，棄却された640件は和解に到達し

ている。詳細は公表されていないため，原告が， どれだけを得たかは

'に

知られていない｡」
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htm:hrwWbboomberg."m/bw/artides/2014-01･09dass･action-plam

tim･payoUts-lmpt-se"et･Study-says

●クラスメンバーが分配を受ける手続

裁判官と原告側代理人は，制度を組み立てるために一緒に活動する。

通常，個人，十分に尊敬できる弁護士が，和解財団を監督し，管理す

ることを頼まれる。この個人は，調査し，他の手続きが整っていけれ

ぱ,是認のために裁判所に提出された割り当ての公平な方法を提案す

る。時々個人は会議で動く。

●保全の方法

本当に効果がない。原告の代理人は，訴訟提起前に相当の注意をし

ている。たいてい和解は，保険の補償範囲である。

●裁判官の役割

クラス認証を決定する。適切な告知を決定する。和解を是認する。

その他

1． ビジネスオーナーの間におけるクラス手続に対する認識

彼らが原告か被告かによる。もし，フランチャイザーに対ししばしば訴

訟をもたらすフランチャイジーであれば，好都合であろう。しばしば訴え

られる大会社であれば好意的でないだろう。

2． クラス手続きの持つ問題点

●利点

＞利用しやすい(Afrdability)。個人の訴えが小さくて，訴訟提起

・費用がひどく高い場合であっても,被害を受けた当事者の大きなグ

ループが補償を受けることを可能にする。

＞大きな司法効率(GreaterJUdicialEmdenqr)。多くの個人の訴え

に対し,挑戦するそして防御するための,すさまじい司法的な防御

． 資産の無駄遣い。クラス訴訟は， 1つの裁判所で， 1人の表畔I官に

〔
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より決定される。

＞公平性(MoreFair)。個人訴訟は，最初に訴えた裁判所で進行す

る一方,すべてのお金を得られる。クラスアクションは,被害を受

けた者のために,より公平で均一で,公平な回復(例;お金の分配）

を充実させる。また,被告にとってより素晴らしい確実性をもたら

す（1つの決定だけが形成されるため，法への従い方に不思議さが

ない)。

＞クラスアクションは,経験豊富な,高い肯助のある代理人を充実さ

せる－余裕のない者ではなく。

＞高い注目度佃ghProme)メディアの注目を作る傾向にある

＞雪だるま式の影響m'esnoWballefct)。和解へと駆り立てる推

進力を生み出すbそうでなければ,個人的に和解するためにより長

い時間が掛かる。

＞大きな会社が告知を受けるqjargecompamestakenotice)。クラ

スは,多くの事案への強さを生み出し,大きな企業を作る傾向にあ

り，体は起き上がり，告知を受ける。

＞原告にとってより少ない義務(FewerObligations幼rthe

plaintif)。原告は，低い注目で，少ない時間を使い， しかしすべ

ての利益を得ることができる。

＞効果的なコスト (Costefctive)訴訟費用は，クラスメンバーで

分配される。

欠点

＞決定を作るコントロールの欠如｡代表者は,和解するかトライアル

に行くかどうかを含む重要な決定を作っている｡仮に無能な代表者

であると， クラスメンバーは，立腹するだろう。

＞和解は,たいてい金銭上,将来の割引／クーポン,ポリシーのチェ

で
･、垂

く

4
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ンジである｡原告が他の救済を望んでいる場合,クラス装置は機能

しない。

＞仮に負けた場合,個人の原告は個人訴訟を提起することが禁止され

る｡彼らは個人的に,勝てる大きな訴えを持っていたかもしれない。

それゆえ，もし，あなたが，自分の損害が他のクラスのメンバーよ

りも大きいと感じているならば,クラスアクションからのオプトア

ウトは重要である。

＞幾人かの批評家は，この制度が,素早い和解を守るために,軽薄な

訴訟を奨励するという。原告が名ばかりの被害を得ている一方,弁

護士は，典型的に，金銭の大きな積み重ねを持ち逃げする。

3． CAFA

TheClassActionFairnessActof2005(CAFH)は,原告及び｢弁護士の」

訴訟として持ち込まれた，特にいわゆるクーポン和解訴訟に対する不公平

な和解に関して焦点を当てるために作られた。現金で被害を支払う代わり

に，会社は新しい商品の価値のあるクーポンを提案する。比較的少数の原

告しか，それを使わないにもかかわらず，弁護士はクーポンの全体の価値

のカットされた金を得る。CAF猟は裁判官が完全に調査し，原告と弁護士

の両方に公平に支払いがされる和解を認可することを求めている。

●連邦司法の拡張

CAF没法が通過する以前には，連邦裁判所は， クラスアクション事案に

つき，次のいずれかの場合に司法権があった。

＞事案が連邦法の事案でありクラスアクションでないとしても連邦

裁判所において決定される場合

＞クラス代表及び被告が，異なる国の市民である場合

＞すべてのクラスメンバーが論争の総額において最低額を満たす場

〔
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新しいCAF盗法の下では，連ま陵畔I所は次のいずれも満たす場合に司

法権を有する。

＞ ’00人以上のクラスメンバーがいる場合

＞少なくとも一人のクラスメンバーが一人の被告と異なる市民権が

ある場合

＞論争の総額が500万ドル以上の場合

CAF強は，被告にとって， もともとあったところから移送する制限を

終わらせたことにより，事件を連邦煮畔I所に移送することをより容易

で にした。

＞被告が「ホームの州」であっても移送できる。

＞ 1年の移送制限が撤廃された。

CAF魁はより簡単に連邦裁判所に行けるようにしており，連邦裁判所

は，決定においてより均一であると信じられており，大きな会社や共

通のクラスアクション訴訟の被告から好まれている。しかし，連邦裁

判所はよく多く棄却に書き換えている。

連邦裁判所の司法権拡張の例外

一般的にCAF独は，連邦裁判所の司法権を拡張しているが，法は，

州裁判所がクラスアクション事案においてより適切な裁判管轄である

場合に気付いている。連邦裁判所の司法権の例外は以下のすべての条

件を満たす場合を含む

＞ 3分の2以上のクラスメンバーが，一つの州の者であり，かつ，大

部分の被告がその州の者である,被害がその州で発生した,又は過

去3年以内にその争点についてクラスアクション訴訟が提起され

●

く

ていない場合

＞連邦裁判所が，州裁判所がより適切であり，かつ3分の1から3

分の2のクラスメンバーが一つの州の者であると決定し,かつ基本
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的な被告が，その州の者である。

＞基本的にセキュリティの争点，コーポレートガバナンス,又は信託

義務を取り扱っている会社の事案

新しい和解のルール

CAF魁は，クーポン和解を認める裁判官が， この和解が公平で適切

で理由があるものであることを説明している所見を提出することを要

求する。加えて, CAI瓜は，弁護士費用を， しばしば利用できるクー

ポンリもずっと安くなる実際に買い戻されるクーポンの価格を基にす

る。その他の新しい和解のルールは以下の点を含むb

＞和解は裁判所が,ヨ鯉済的な補償が,損失を上回るという答申を

作成しなければ,クラスメンバーについて,経済的な損失をカバー

している結果になることができない。

＞和解は,州又は地元のクラスメンバーに余分なお金を与えることが

●

で

できない。

公平な和解を描佳するため,CAF乳は，政府が，係争中のクラスア

クションの和解を通知され，和解にコメントをする時間を作ることを

要求している。

弁護士費用

一般的に， クラスアクションの弁護士は，訴訟のすべてのコストを

前払いし，不確定な基準で支払いを得る（彼らが勝った場合にのみ，

得られる)。もしクラスアクション訴訟が成功すれば， クラスアクショ

ンの弁護士は，裁判所に，弁護士費用，費用の償還を裁定するよう要

求する。これらは，たいてい被告， クラスに代わって回復された共通

の財団により支払われる。クラスアクション訴訟が成功しなかった場

合には,クラスアクションの弁護士は,何も得られないかもしれない。

●

く

0
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別紙7
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訴状及び答弁書からわかる争点をメモやノートに準備する

21nitialmeetingwithlawyers. 'IYlisiswhatwererefrtoasa"CaseManagement

Confere".''Thepurposeofthismeetingistoreviewthedaimsanddefnses

raisedbythepleadingsandtodiscussanynovellegalissues,andmostmportant,

estabUshsChedulehrexchangeofevidecethatwmbeneededattrial,namelM

@@Pre-nialDiscOvexy'.

弁護士との最初のミーティングでは，訴答手続（準備書面の交換）で挙げられた攻撃

防御を検討し,法律上の争点について講読することが目的であるが,最も重要なのは，

'ハプレトライアルデイスカバリー"と呼ばれる， トライアルで必要になる証拠を交換す

る日程を定めることである

く

3Attheinitialmeetingthelawyersshouldbepreparedtodiscuss-ma

preh血axyfashiOn-scheduhngdeadlines允r:(1)theexChangeofthedOcuments

whidlCOunselwmrelyuponatthetimeoftrial;@depositionskworntestimorW]

ofthePIginは丘andDe企ndant;(3)identifcationofbctwitnesses;(4)identifcation
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ofemertwitnesses.

最初のミーティングでは，弁護士は，次の締め切りについて議論する準備が必要であ

る。（1） トライアルにおいて,弁護士が依拠する文書の交換,②原告と被告の証言

録取書③事実証人の職11，④専門家証人の懲り

4Dependinguponyourpreliminaryreviewoftheissuesraisedbythepleadings,

andthecon皿nentsofcounselattheinitialmeetingwiththelawyers,youmay

wishtomakeanefrttoidentiSrtheeasymsuesandthetoughissues.EaSr

Versustoughalludestoe.g.:(1)routinevs,novel,astofactualandjorlegalissues:

(2)lawmonetaryvah]eofdaimvs.highmonetaryvalue; (3)thoseissueswhidl

maybeqUidjyresdyedvs.thosewhidlwillrequiresignifcanttime&enrtIBr

lawyersandtheCourt;(4)status㎡parties,namelyisthereadispariWmtheir

sodetalorfnandalstanding？

訴答手続で挙げられた争点の事前検討や，最初のミーティングでの代理人の意見によ

っては，簡単な争点と難しい争点を識別したくなるかもしれない。簡単なものと難し

いものの例;(1)事実･法律上の争点について,いつもの争点VS奇抜な争点,②訴

額の小さい事件VS訴額の大きい事件, (3)簡単に解決できそうな争点VS多大な労

力と時間が弁護士と裁判所に必要な事件, (4)原告被告間に社会的又は経済的立場の

不均衡がある。

〔

く

5ThegoalofsortingthroughEasyversusTbugh,whetheratthefrstmeeting,or

anotherearlymeeting,ishrtheCourttolearn-asearlyaspossible-whichissues.

wmreqUirethemostattention.

簡単な争点と難しい争点の振り分けのゴールは，裁判所がなるべく早い段階で，最も

注意が必要な争点がどれであるかをわかることである。
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〔‐ 最初のミーティングが終われば， “ケースマネジメントオーダー"が準備される。多く

の裁判官は弁護士にこのオーダーを準備することを許しており，私は自分自身にも準

備した方がよいと思っている。少なくとも。オーダーは次の点について特定の日を指

定するべきである。 （1）電磁的記録であろうと，すべての"書かれたディスカバリー”

の交換②原告被告本人を含めたすべての事実証人の証言録取書(3)専門家のレ

ポートの交換，④専門家証人の証言録取書， （5）次回のケースマネジメント会議，

(③ディスカバリーの終了日の仮決め,⑦ディスカバリー中に出てきた緊急事態や

問題の取り扱い方法

〔 7FmaⅡ邸aJudgeshouldvieweverycasemanagementcon企renceasan

叩pmtuniWtodeterminehowhrapartthepartiesareandtOdiscusssettlement.

最終的に，裁判官は，すべてのケースマネジメント会議を，原告被浩の主張がどの程

度かけ離れているかを分析し，和解を議論するための機会として，検討しなければな

らない。
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別紙8

1． Istherea"smentesf'at配rlihcamn？ VⅥⅡα)urtsgoout㎡theirwayto

cermbradassacmn允rsympatheticplainti雄？

Q1 クラス認可においていわゆる「スメルテスト」は存在するのか。裁判所は，同

情に値する原告らのためのクラスアクションを認可するために，通常と異なる手段を

用いることがあるのか。(一

2"Settlementapproval:howcomfortabledoesthejudgefelwithouttileusual

adversarialprocessto蛇stthemeritsofthese枕lemem？Whatarethe

altematives？Whyaretheynotbeingused？

Q2和解の承認について：和解の成立要件（和解を承認することの可否）を審査す

るために，通常とられる対立当事者間の手続をとらずにすむことは，裁判官にとって

どの程度好ましく感じられるものなのか。他の手段はあるのか｡あるとしたらなぜそ

れが用いられないのか。

〔
3. Costs:areyoumcernedthatcostsawardsareasignifcantmpedimentto

accesstOjustice？ Shouldtheybereduced？Eliminated？ Isthereawaytoscale

backthecertifcationmo伽ntoreducecosts？Do‘thirdpartyhmderso鮭ra

completesolution？Whatarethecon配rnsaboutregulatingthirdparty伽ﾕders？

Q3費用について:手続費用が司法へのアクセスに対する重大な障害になっている

ことを懸念されているか｡手続費用は減額されるべきか,あるいは廃止されるべきか。

費用を減らすためにクラス認可のモーションを減らす方法はあるか。クラスアクショ

ン基金は完全な解決策となりえているか。クラスアクション基金の拠出者を鰯制する
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ことについて懸念されることは何か。

4. Fees:istherea meaningMwaytoassessdassmunsersentidementto

企es？OrshouldthecourtsimplybebleSsmgtherepresentativeplainti丑も

condngenqFLeagreememmtheabsen配㎡eviden“ofabuse？ Istherea

prOblemwithretaineragreementsthatdonotseeclassmunselrecoveroutofthe

C1asssettlementoraward？

Q4報酬について：原告側代理人報酬を認面する有効な方法はあるか。それとも，

濫用の事実を示す証拠がない以上，裁判所は代表原告の成功報酬に関する合意をその

まま追認すべきなのか。

(‐

5. CamagefghtsandtheirreSolutionseemtodistortthelimgationpro"ss.

Isthereabetterwaytoresolvetheseissues?Courtsreallydonitseemwillingto

direcdy叩ineonadequaqrofcounsel-shouldwejustgototheQuebecsystem？

Q5キヤリエイジ紛争（カナダのクラスアクション手続独特の問題であり，クラス

アクションカ堰起され，認可がなされる前に， 偏浩代理人間で誰がクラスを代理する

かという点についての争い）及びその解決は訴訟手続を歪めているようであるが， こ

れらの問題を解決するためにより望ましい方法はあるか。裁判所は代理人の遥姓に直

接かかわることに熱心ではないように見える。我々はケベック州の制度を採用すべき

なのだろうか。

〔

Aggregatedamages:isourcurrentregimetoo restrictiyemm皿tingthe6．

availabiljWofaggregatedamagestoinstaceswherethede企nda㎡sliabiliWto

thedasscanreasonablybedeter血ned？Orperhapsourcurrentregmeistoolax

fJrpermittingalooserstandardofproof-@6reasonablybedetermin㎡'？Dodass

actionsneedaggregatedamagesmordertobemeaningh1l？
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Q6総額賠償について：現在の我々の制度は，クラスに対する被告の責任力恰理的

に判断されうるようなケースについての総額R韻の利用可能性を余りに厳格に制限し

ているのではないか。それとも，現在の制度は，余りにもずさんなため，立証の基準

をより緩やかな「合理的に判断できるかどうか」という基準によることを許容してい

るのではないか。クラスアクションにおいて総額賠償制度は実効性があるのか。

7. JUrisdiction:areOntariomurtscomfortableassumingjurisdic伽novera

na伽naldasswheretheyareabletoassumejurisdictionovertherepresentative

plaintiHandthedefndant,andthenon-residentdassmemberssharecertifed

commonissues？ Isthereadangermbem皿ngaShang-ri-la允rna伽naldass

acはons？Where此issoeasytoassUmejuｴisdictionsimpmdter;is允TUIITnnOn

conveniensasa企句valve？What,ifanything,shouldjudgesbedoingWhen

confontedwithaparallelpmceedingmanotherprovinm?Shouldjudgesm

difrentjulisdictionsbetalkingtoeachotherwhendealingwiththeparallel

proceedings？

Q7管轄について：オンタリオ州の裁判所は，代表原告，被告，オンタリオ州に居

住していないクラスメンバーが共通争点を共有するような全国規模のクラスアクショ

ンについても管轄が認められることについて問題蔵識を有しているか。全国頬膜のク

ラスアクションにとっての理獺郷になってしまうことについて危険はないのだろうか。

他の州で並行審理されている事件を担当した場合，裁判所はどうすべきか。異なる法

域の裁判官同士で対話を行うべきか。

(‐

〔

8. TheLawCOmmissionofOntarioisengagedmadassactionrefrm

initiative.What~areasaremostmneedofref]rm,andwhataresomepotendal

soh血ons？Whichre幼rmswouldbeofgreatestassistan“tothebenCh？

Q8オンタリオ州ローコミッションは現在，クラスアクション手続の改正作業に取
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り組んでいる｡改正の必要力塙いのはどの分野で，どのような解決策がありうるか。

裁判所にとっては，どのような改正がなされるの力壗も望ましいか。

別紙9

Watson教授への質問事項及び回答

Q1消費者被害のうち，クラスアクションを利用することが適切と考えられるよう

な事件の特徴は何ｶ＄

A1最も重要なのは，共通争点が存在することである。

(一
Q2最初から和解を目的としてクラスアクション訴訟が提起されることはある脱

A2非常によくあることといえる。多くの事件において原告は和解を求めている。

最初から代替的分配を目的としてクラスアクションを提起することもケースに

よってはあるかもしれない。

Q3 クラス櫛戎員以外の者が代表原告になった実例はある力も

A3ケベック州では，消費者団体が代表原告になることを許容している。

Q4クラス認可の審理に要する平均的期間はどれくらい力も認可された事件の割合

はどれくらい力も

A4審理に要する期間はとても長い。数年かかることもありうる。認可された事件

の割合は私の推測では60～70％くらいだと思う。

〔

Q5カナダでは個別の告知は必要ないの力も告知費用はどの程度要するのが通常で，

誰が負担するの力も

A5カナダでは，個別告知は必要ではなく，裁判所はインターネット等を用いた告

知方法を承認しなければならない。告知費用はケースバイケースであるが，負担
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するのは原告である。

Q6オプトアウトするクラス構成員の割合

A6オプトアウトするクラス構成員は非常にまれであるが'いくつかのケースでは，

被告会社の役員や従業員等がオプトアウトすることがある。

Q7個別争点の解決手続について，オンタリオ州ではどのような議論がなされてい

る力も

A7個別争点の解決手続は,KMart事件のため，オンタリオ州において，非常

に大きな問題となっている。自分の知る限り，個別争点に関するトライアルとし

て成功例といえるものはないのではない力も

(‐

Q8多くの事件が和解によって解決されるため，総穰認容判決に至った事例は無い

と聞いているが，その原因は何ｶ＄

A8 トライアルに進むことによる費用とリスクが両当事者にとって大きいことが原

因である。

〔 Q9 クラスアクションにおいて和解がなされる事件の割合はどれくらい力も和解に

おける分配手続はどのようになされる恥和解における原告代理人報酬はどのよ

うに定まるの力も

A9私の推定では，和解で終局する事件の割合は7割を超えるものと考える。被告

が支払うべき賠償金の管理者など，和解における分配手続の詳細については，和

解の中における当事者の合意によって定まる。当事者間で意見が対立した場合に，

裁判所が解決策を提示することはないと思われるが，調停を行うよう指示するこ

とはある。原告代理人報酬については裁判所が決定し，賠償金から支払われるの

が通常である。
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Q10ケベック州やオンタリオ州には， クラスアクション基金があるが，どのよう

な役割を果たしているのか,BC州には，そのような基金がないのはなぜかb

A10オンタリオ州において， クラスアクション基金の主要な目的は，代表原告に

対して，手続費用等の填補を付与することにある。ケースによっては有識昔や専

門家のために拠出する費用として充てられることもある。ケベック州においては，

オンタリオ州に比べて， クラスアクション基金が原告代理人報酬にもたらす貢献

はささやかなものにとどまり，手続費用も少額にとどまるよう定められている。

他方で, BC州にクラスアクション基金がない理由は，アメリカと同じように手

続費用が要求されないことにある。

(一

Rosenberg弁護士に対する質問專頁及び回答

HowdoplaintifE' lawyersandjudicialofncersspeciWaclassanda

commonissue？WOuIdyoup『ovidemeⅧthpracticaleXamplesof
字 2 . J ． シ ．" ‐ ‐手､'. ’ ・ K ； ，

spec而cationofaclassandcommonissuesｱ脈6値eﾉm鑓"‘鋤迦
＃ . ご・ ・

jMr

※渡された決定例に基づいて話がなされた

AveragenumbersofcasesthosearecertWiedasaclassactionamong
l '津上 ; :,lﾅ:j､;皇』 上 :: :X ' :"!竜W‘ :毎:1薑 : : ; ､ " … ._'H- i"4-,ゞ
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※ローゼンバーグ氏から明確な回答はなかった。
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Averagecostbrnotincations ル礎haeIROS即@劃g範IMIy

※ケースバイケースという回答であった
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※渡された決定例に基づいて話がなされた
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※明確な回答はなされていなかったようである。
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